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ヒ冒
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一
い
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南

亮

三

郎

ツ
ウ
ガ

ン
・
バ
ラ
ノ
ゥ

ス
キ

ー
の

『
肚
會
的
分
配
學

説
』

或
は
よ
b
適
切

に

『
分
配
論
上

の
権
力
學
説
』
と
名

づ
け
得

る
か
と
思

ふ

は
、
從
來

の
慣
格
主
義

の
分
配
學
説

が
多
く
打
棄

て

＼
顧
み
な
か

つ
禿
と

こ
ろ

の
、
所
得

形
成

上
に
作
用
す

る
砒

會
的
要
因

肚
會
的
権
力
關
係

を
高
調
す

る
≧
と

に
依

つ
て
、
分

配
論
上
に
於

け
る

猫
自

の
分
野
を
開
拓
せ

む
と

し
π
も

の
で
あ

つ
て
、
そ

の
所
説

の
當

否
成

敗
は
別
と
し

て
、
惜

か
に
注
目
に
慣
す

る

一
丈
獄
で
あ

る
。

ツ
ウ
ガ

ン
は
最
初
之

を

『
胱
會
政
策
及
立
法
年
報
』
ω
に
薮

表
し
、
後

ち
軍

行
本
と
し

て
廣
く
頒

浦

分
蹴
論
上
の
構
力
學
設
v

三
山倉
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己

し

π
の
で
あ

る
が
、
そ

の
後

『
コ
ン
ラ
ア
ド
年
報
』
誌
上
に
、
之

に
關
連

し
π

=

一
の
権
威
あ
る
論
策

が
現
は
れ
泥
。

即
ち

ゲ

ル

ハ
ル
ド
・
ア

〃
ブ

γ

ヒ
ト
は

一
九

一
四
年
、
『
肚
會
的
分
配
學
説

へ
』
②
の
論
題

の
下
に

ッ
ウ
ガ

ン
説
を
祀
述

し
、

ル
ウ
ド

ル
フ
・
シ
ユ
ト

ル
ッ

マ
ン
は

一
九

一
入
年
、
『
肚
會
的
分
配
及
慣
値
學
説
』
⑥
と
題
す

る
長
論
文
を
螢
表
し

て
、
ツ
ウ
ガ

ン
説
の
採

る
べ
き
所
と
棄

つ
べ
き
所
と
を
明

か
に
し
尤
。
ま

π

ヴ
イ

ル
ッ
は

『
綜

合
國
家
學
難
誌
』
に
、

『
分
配
論

の
基
礎
と
し

て
の
慣
格
』
④
な

る
論
文
を
掲

げ

て
ッ
ウ
ガ

ン
説

の
批

評
を
試
み
π
。

こ
れ
等

は
、
ッ
ウ
ガ

ン
設

が
學
界

に
呼
び
起

し
π
所

の
反
響

の
謹

左
と
見

る

こ
と
が
出
來
や

う
。

尤

も

ツ
ウ
ガ

ン
の
前

に
、
之
と
略
ぼ
同
襟

の
説

を
駕

せ
る
人

に
オ
イ
ゲ

ン
・
デ

ユ
ー
リ

ン
グ
働
が
あ

る
。
デ

ユ
ー
リ

ン
グ
と

ツ
ウ
ガ

ン
と

の

一
致
黙
は
、
分
配

の
説

明
の
基
礎

と
な

つ
て
ゐ
る

『
肚
會
的
政
策
的
歴
史
的
範
疇
』
で
あ
る
。

唯
だ

ツ
ウ
ガ

ソ
に
於

て
は
そ

れ
が
分
配
現
象
だ

け
に
止
懐
れ
る
に
反
し
、
デ

ユ
ー
リ

ン
グ
に
於

て
は

一
切

の
経
濟
問

題

の
説
明

に
適
用
さ
れ
ん
と
し
π

の
で

あ

る
。
其
後
、

シ
ユ
ト

ル
ッ

マ
ン
や

カ
ー
ル
・
デ

イ

ー
ル
が
採

る
所

の
立
揚

は
、

ツ
ウ
ガ

ン
に
於

け
る
が
如
く
肚
會
的
要
因

の
強
調
を
ば

、
菅

に
分
配
論

に
の
み
限
ら
ず
経
濟
學

上

の

一
切

の
部

門

に
振
張

せ
ん
と
す

る
に
在

っ
て
、
そ

の
意
味

に
於

て
は
寧
ろ

デ

ユ
ー
リ

ン
グ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
竜

云
ふ
乙
と

が
出
來
や
う
⑥
。
然

し
肚
會
的
見

地
の
力
説

て
ふ
根
本
的
な

一
黙

に
於

て
は
是
等

の
論
者

は
す

べ

て
同

じ
部
類

に
包

括

さ
れ
得

る

の
で
あ

つ
て
、
そ

の
限
う
に
於

て
は

ツ
ウ
ガ

ン
は
此

の
傾
向

の

一
先
騙
者
と
も
名

づ
け
得

る
。

り
1
7



.マ
ン
は

、

ツ

ゥ

ガ

ン
に

影

響

さ

れ

た

論

者

と

し

て
前

掲

シ

ユ
ト

ル

ッ

マ

ン
や

デ

イ

ー

ル

の

ほ

か

更

に

、

ア

モ

ン
、

ツ

ヴ

イ

ー
デ

ィ

ネ

ッ

ク

、
シ

ユ

メ

ン
等

を

畢

げ

て

ゐ

る

が

の
、
之

に

依

つ

て
そ

の

波

絞

の
及

ぶ

と

こ
ろ

如

何

に
廣

汎

な

る

か

讐
察

し
得

ら

れ

る

。

日
本
に
於

て
、
肚
會
的
権
力
關
係

に
着
眼
し
π
最
初
の
學
者
-

但
し

ツ
ウ

ガ

ン
と

の
關
係
は
不
明
で
あ
る
が

ー

は
旛
田
博
士
で
あ
ら
う
か
。
博
士
の
名
篇

『
領
格
翻
箏
よ
う
厚
生
圖
箏

へ
』
商
の
意
圖
す
る
所
は
固
よ
り
他
に
在

る
で
あ
ら
う
が
、
そ
は
或
る
意
味
に
於

て
、
肚
會
的
椹
力

關
係
を
以
つ
て
通
説
償
格
論
に
修
正
的
論
難
を
投
げ
か

け
π
も
の
で
あ
る
。
唯
だ
此

の
肚
會
的
権
力
關
係
が
、
博
士
の
所
謂

『
流
通
論
』
全
膿
系
に
劉
し
て
如
何
な
る
地
位

を
占

め
、
叉
如
何
な
る
取
扱
を
受
く
べ
き
か
は
、
そ
の
後
の
二
著
作
i

慣
格
論
の
主
要
部
と
所
得
論
全
禮
と
を
逸

し
π

『
流
通
縄
濟
講
話
』
や
、
軍
に
思
想
の
輪
廓
を
描
出
さ
れ
π
に
過
ぎ
な

い

『
経
濟
原
論
敷
科
書
』
ー

に
就

い
て

充
分

に
學

び
得

な

い
こ
と

は
遺
憾

で
あ

る
。
殊

に
後
者

『
原
論
漱
科

書
』
に
於

て
、
肚
會
的
椹
力
關
係

を
前
提
と
し
そ

の
下

に
於

て

『
限
界

鯨
剰
牧
盆
均
等

の
法
則
』
の
行
は

る
る
所
以
を
説

か
る

＼

一
條

に
至

つ
て
は
⑧
、
限
界

飴
剰
學
説

の
創

唱
者

り
ー
ン

マ
ン
自

か
ら
が
極
力
、
肚
會
的
關
係
を
経
濟

理
論
的
観

察

の
範
園
外

に
騙
逐
せ
ん
と
努

め
つ
＼
あ

る
の
事
實

に
思
を
潜

む
る
者

は
、
何
故

に
叉
如
何

に
し

て
、
そ
れ
ら

二
つ
の
異
な
れ
る
見

地
の
融

合
が
然

か
く
可
能

な

る
か
に
就

い
て
、
若

干

の
疑

ひ
を
拓
慶
ざ

る
を
得
な

い
で
あ
ら
う
。
が

、
そ
れ
ら

の
熱

は
近
き

將
來

に
出
つ

る
で

分
配
論
上
の
権
力
學
翫

三
六
三
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ハ
四

あ

ら
う

『
績

流
通
縄
濟

講
話
』
に
於

て

一
層
明
か

に
さ
れ

る
で

あ
ら
う

し
、叉
そ
れ
ら
は
今
厳
で

深
く
検

討
を
要

求
す

る
問
題
で
も
な

い
。

蝕
で
は
只
権

力
學
説

の

一
代
表
者
と
し

て
博
士
を
畢

げ
や
う
と

し
π

に
過
ぎ
な

い
の
で
あ

る
。

私
が

リ
ー
フ

マ
ン
に
塞

じ
て
最

も
楡
快

を
戚

じ
尤
個
所

は
償
格
論
で
あ
う
、
同
時

に
最

も
不
満

足
を
畳

え
π
個
所

は
股
盆
所
得
論
i

從
來
の
分
配
論

で
あ
っ
た
。
リ
ー
フ
マ
ン
の
主
観
主
義
的

・
心
理
主
義
的
傾
向
は
債
格
を

説

く

に
面
自
く

、
分
配
所
得
を
論
ず

る
に
適

し
な

い
。
否
、
り

ー
フ

マ
ン
自

身
は
慣
格
論

の
外

に
特
殊
な

る
所
得
理

論

は
あ

う
得

な

い
と
圭
張

し
て
ゐ
る
が
、
地
代
竜
賃

銀
も
利
潤
竜
凡

て
慣
格

の
特
殊
形
態
と
し

て
論
ず

る
に
至

つ
て

は

、
如
何
に
そ

の
異

彩

に
富

め
る
憤
格
理
論
に
惹
き

つ
け
ら

る
＼
者
と
錐
も
、
若
干

の
疑
惑

を
抱
か
ざ
る
を
得
な

い

で
あ
ら
う
。
そ

こ
に
私

は

『
飴
剰
學
説
』
に
内

在
せ
る
根
本
的
の
弱

黙
を
認

め
る
㈹
。
リ

ー
フ

マ
ン
の
學

説
は
飴
う
に

肚
會
的
諸
關
係

を
抽
象

し
過
ぎ

て
ゐ
る
。
そ
れ
ら

の
黙

は
別

の
機
會
に
詳
論
し
π

い
と
思
ふ
が

、
さ
う

い
ふ
意
味

に

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

於

て
私

は
肚
會
的
見
地
を
力
説
す

る

ッ
ウ
ガ

ン
説

に
就

い
て
學
ぶ

べ
き
所
多

々
あ

る
を
思
ふ
の
で
あ

る
。

り
ー

フ

マ

ン
は
説

い
て
、
経
濟

理
論

は
凡
ゆ

る
肚
會
的
諸

關
係

を
抽
象

す
べ
き
も

の
で
あ
う
、
從

つ
て
之
を
顧
み

る
乙
と
は
肚

會
學

乃
至
肚
會
政
策
と

の
混
同
で
あ

る
と
云
ふ
が
⑪
、
そ
れ
は
鯨
う
に
極
端
な
議

論
で
あ

つ
て
、
経
濟

難
論

の
成

立
は

常

に
必
ず

し
も
肚
會
的
諸
關
係

の
抽
象

を
必
要
と
し
な

い
で
あ
ら
う
。
否

、
現
實

の
肚
會
的
諸
關
係

を
無
覗
す

る
乙

と

は
決
し

て
正
し

い
縄
濟

理
論

の
建
設
に
導
く
も

の
で

は

な

い
働
。
私
自
身

は
ツ
ウ
ガ

ン
の
読

く
所
に
竜
若
干

の
異

O



●

●

`

議

な
き

を
得

な

い
が
、
そ

の
根
本
的
見
地

経
濟
理
論
上

に
於

け
る
肚
會
的
要
因

の
高
調

に
就

い
て
は
充
分

顧
慮
す

る
の
要
あ

り
と
思

ふ
の
で
あ

る
。

本
稿

の
主
目
的
は
則
ち
、
右

ッ
ウ
ガ

ン
説

の
要
領
を
忠
實

に
傳

へ
む
と
す
る
に
在

る
が

、
能

ふ
べ
く
ん
ば
私

は
、

之

に
劃

し
て
若

干

の
断
片
的
考
察

を
加

へ
て
見
力

い
と
思

ふ
。
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幅

田

博

士

著

『
肚

會

政

策

と

階

級

翻

孚

』

大

正

十

一
年

刊

、

一
宍

九

頁

以

下

o

幅

田

博

士

著

『
経

濟

原

論

教

科

書

』

大

正

十

四

年

刊

、

】
入

四

頁

。

`

南

亮

三

耶

著

『
流

通

脛

濟

の

原

理

』

大

正

十

五

年

刊

、

序

丈

ニ

ー

三

頁

。

分

配

論

上

の

権

力

學

哉

」

三

六

五

9
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ση

戸

幕

§

二

。
毒

曇

§

戸
犀

る

き

p

9
寧

…岡

南
亮
三
郎
稿

『
経
濟
概
念
と
経
濟
原
則
』
國
民
経
濟
雑
誌
大
正
十
五
年
九
-
十
二
月
號
所
載
、
蓼
照
。

三
六
六

一

さ
て
現
行

理
論
経
濟
學

の
主
潮
流
は
、
嚴
密

に
云

へ
ば
多

々
あ

る
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
根
本
的
に
は
之
を

二
大

部

類

-

主

観

主

義

と

客

観

主

義

ー

に

分

つ
を

常

と

す

る
。

而
し

て

竃
霧
σQ
冒
9
=
ω
酢。・
が

前

者

の

、
冒
錠
×
馨

。。
が

後

 者

の
、
夫

々
の
代
表
者
で

あ
る

乙
と

は
舷

に
改

め
て
云
ふ
ま
で

も
な

い
。
然

ら
ば
今

、
就

い
て
學
ば

む
と
す
る

ッ
ウ
ガ

ン
・
バ
ラ

ノ
ゥ
ス
キ
ー
は
、
理
論
経
濟
學

上
に
於
け

る
此

の
二
傾
向
に
劉
し

て
如
何
な
る
立
揚
を
取

る
か
と

い
ふ
に
、

彼

は
、
『
理
論

的
洞
察

に
於

て
は
限
界

利
用
學
派
並

に

マ
ル
キ
シ
ズ

ム
と
多
く

の
共
通
黙
を
有
し
』
、
『
此
の
二

つ
の
相

反
す

る
學
説

の
中

に
多
く
の
正
し
き

も
の
と
有
用
な

る
も

の
と
を
見
出
し
、

且

つ
現
代
繹
濟
學

の
最
重
要

の
任
務
を

ぱ
此

の
雨
學
説

の
綜

合
に
認

め
』

て
ゐ
る

に
拘
ら
ず

、
分
配

理
論

に
於

て
は
其

の
覇
れ
に
も

左
祖

し
な

い
。
即
ち

ツ

ウ
ガ

ン
に
依

れ
ば
、
限
界
利
用
學

説
は
そ

の
個
別
主
義
的

・
心
理
主
義
的
方
法

の
故

に
分
配
問
題
を
正
當

に
説

明
す

る

乙
と
能

は
ず

、
ま

カ

マ
ル
ク

ス
の
分
配
學
説

は
杜
會
的
基
礎
を
有
す

る
に
竜
拘
ら
ず

術
且

つ
個
別
主
義
的
要
因
を

以

て

一
貫
す

る
の
誤
う
に
陥

つ
て
ゐ
る
。
而
し

て

『
此
等
雨
學
説

に
共
通

し
π
る
根
本
敏
陥

は
、
分
配
現
象

を
ば
償

●



φ

値
現
象

≦

①
「6
轟
き
ヨ
①
器

と
し
て
観
察

す
る
所

に
在

る
。』

之

に
反
し
、

ツ
ウ
ガ

ン
が
提
唱
す

る
所

の
分

配
學
説

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

の
特
色

は
、
『
所
得

形
成

に
於

け
る
肚
會
的
要

因
を
強
調
す

る
』

に
在

る
。
之
れ
彼
れ
が
、そ

の
學

説
を
ば
特

に

『
肚

會
的
分
配
學

説
』
と
呼
ぶ
所
以
で
あ

る

(<
o
「≦
o
詳
)。

,

所
謂

『
分
配
論
』
が
経
濟
學
膿
系
中

の
、
敏
く

べ
か
ら
ざ

る
且

つ
濁
立

の

一
部
門
を
爲

す
に
至

つ
π

の
は
、
比
較

的
近
代

の
こ
と

に
属
す

る
が
①
、
分

配
問
題
を
以

つ
て
債
値
論
上

の

一
特

殊
問

題
と
爲
す
見
解

は

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ー

ス
に
懐
で
潮
う
得

る
。
分

配
問
題

は
斯
く
古

く
か
ら
取
扱

は
れ
來

つ
π
が

、
『
眞

に
分
配
問
題
は
如
何

に

し

て
成

立

す

る
か
、
叉
そ

れ
は
経
濟

科
學

の
構
造

の
中
で
如
何
な
る
位
置
を
占

む
べ
き

か
』

に
就

い
て
は
、
深
く
討
究

さ
る

＼

之
と
な
く

し
て
今

日
に
及

ん
だ

の
で
あ

る

(9

い
)。

而
し
て

ッ
ウ
ガ

ン
に
依
れ
ば
、
分
配

の
問
題
が
今

日
綾
で

そ

の
理

論

に
於

て
充
分
展
開

さ
れ

る
に
至
ら
な

か
つ
π
根
本
理
由

は
、
分

け
て
も
韓

近

の
諸
學
者

に
於

け
る
、
分
配
問
題
と

慣
値
問
題
と

の
混
同
に
在

る
。
今
試
み

に
そ

の
代
表
學
者
と
し
て
ぜ
・
ピ
・
ク
ラ
ー
ク
を
基
げ
る
な
ら
ば

、
彼

は
明

か

に

『
慣
値

の
理
論
と
集

團
的
分
配

σq
δ
毛

山
蜂
ユ
σ
&

9

の
そ
れ
と

は
同

一
物
で

あ
る
』
②
と
云

つ
て
ゐ
る
。

而
も
そ
れ
は
蕾

に
ク
ラ

ー
ク
に

の
み
止
ど

ま

ら

な

い
。

メ
ン
ガ

ー
に
取

つ
て
も
、

べ
ー
ム
・
バ
ヴ

エ
ル
ク
に
取

つ

て
も
、

ヤ
ー
シ
ァ
ル
に
取

つ
て
竜
、
慣

値
論

の
他

に
特
殊
な

る
分
配
問

題

な

る

も

の
は
無

い
。
更

に
之
と
同
じ
立

場
に

立

つ
者

に
は

γ

エ
ァ

ー
あ
う
、

ミ
ト
ッ
プ
あ

う
、

フ

エ
ル
デ

ス
あ
ぬ
、

シ
ヂ

ウ
靖

ッ
ク
あ
り
、

ニ
コ
ル
ソ

ン
あ

分
配
論
上
の
権
力
學
観

三
六
七



商

學

討

究

第

一
巻

(
下
)

三
六
入

か
、

シ

ユ
ン
ペ

エ
タ

ー
あ

ク
、
(
更

に
近
く
は

り

ー
フ

マ
ン
あ

ケ
カ

ッ
セ
ル
あ

つ
て
)
、
殆

ん
ど
敷

ふ
る
に
逞
が
無

い

(もQ
曾α
)。
固

よ
う
分
配
論
そ

の
も

の
に
就

い
て
は
是
等
學
者

の
所
説

の
間

に
径
庭
あ

り
、
殊

に
慣
値
論
に
於

て
は
そ

の

根
本
思
想
を

一
に
す

る
同

じ
學

派

の
者

に
就

い
て
見

る
も
、
例

へ
ば

メ

ン
ガ

ー
の
利
子
學
説
は

べ
ー
ム
・
バ
ヴ

エ
ア

ク
の
そ
れ
と
異
な
り
、
べ
ー
ム
・
バ
ザ

エ
ル
ク
の
利
子
學
説

は
ウ
ヰ
ぜ

ル
の
そ

れ
と

異
な
る
が
如
く

、
分

配
論

の
範
園

に
於

て
は
夫

々
説
く
所
を
異

に
す

る
の
で
あ

る
が
、
而
も
所
得
分
配

の
現
象

を
ば
個

値
現
象
乃
至
領
格
現
象

と
し

て

考
察

す
る
黙

に
於
て
は
全
く
そ

の
揆
を

一
に
す

る

(Q∩
・
轟
)。

即
ち

『
分
配
論

の
眞
實

の
内
容

に
關

す

る
考

へ
方

は
著

し
く
異
な

る
が

、
分
配
論
を
ば

一
般
交
換
論

に
撮
取
す

る
熱

に
於

て
は
、
新

派
諸
學
者

の
間
に
完
全
な
る

一
致
が

あ

る
』

の
で
あ

る

(ω
・
α
)。

,

庭
が

ツ
ウ
ガ

ン
に
ょ
れ
ば
、
之

は
許
す

べ
か
ら
ぎ
る
方
法
論
上

の
誤
謬

に
階

つ
尤
も
の
で

あ
る
。
分
配
問
題
は
慣

値
問
題
か
ら
猫

立
し
π
意
義
と
重
要
と

を
有
す

る
。
從

つ
て

『
分

配
理
論
を
ぱ

一,般
憤
値
論

の

一
特
殊
理
論
と
し

て

展
開
せ
ん
と
す

る

一
切

の
努
力

は
、
分

配
問
題

は
そ

の
本
質

上
決
し

て
領

値
問
題
で

は
な

い
と

い
ふ

乙
と

の
π

め
に

破
綻

せ
ざ
る
を
得
な

い
』

の
で
あ

る

(ω
・
い)。
反
之
、
分
配
問
題
は
特
別

な
る
方
法
論
的

討
究

を
必
要
と
す

る
。
『
抑

も
分

配
問

題
な

る
も

の
は
如
何

に
し

て
成

立
す

る
か
、
叉
そ
れ
は
交

換
問

題
か
ら
匿
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
匠

別

ざ
る
べ
し
と
せ
ば
如
何

に
し
て
か
』
と

い
ふ
乙
と

は
、
先
づ
第

一
に
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
所

の

『
分
配
問
題

の



方

法

論

』

で

あ

る

(G∩
㍉

)
。

ω

国
山
乱

口

O
き

§

騨ご

月
ぽ

o
ユ
o
ω
o
h
憎
8
鍵

亀

§

碧

島

團

。。
賞
一9

二
〇
3

0
冨

や

く
ポ

ω
nρ
回
.

②

8

φ

Ω

曽
ポ

】)
一の巨

言

ぎ

昌

o
h

薫

。
9
窪

弘

◎。
O
P

℃
.
醤

.

≡…

從
來
の
分
配
論
に
於
て
は
大
抵
所
得

の
種
類
を
三
大
別
し
て
賃
銀

・
利
潤

(
利
子
を
含
む
)
及
地
代
と
し
、
此
の

三
者
以
外
の
所
得
に
就

い
て
は
別
段
の
注
意
を
彿
は
な
か

つ
た
。

ッ
ウ
ガ

ン
は
從
來

の
繹
濟
學
が
分
配
問
題
に
關
す

る
方
法
論
的
考
察
を
映

い
で

ゐ
た
こ
と
に
就

い
て
は
大
に
非
難
す
る
が
、
此
の
黙

即
ち
所
得

の
種
類
を
三
大
別

ヘ

ヘ

へ

ぬ

へ

す
る
乙
と
ー

に
就

い
て
は
從
來
の
説
は
方
法
論
的
に
辮
護
さ
る
べ
き
も
の
と
主
張
す
る
。
例

へ
ば
自
己
勢
働
に
由

 る
小
生
産
者
の
勤
勢
所
得
は
、
以
上
三
種
の
所
得

の
何
れ
に
竜
属
し
な

い
。
從

つ
て
從
來
の
経
濟
學
で
は
之
は
顧
み

ら
れ
な
か
つ
禿
の
で
あ
る
が
、
方
法
論
的
に
考
察
す
る
と
そ
の
理
由
が
明
自
と
な
る
。
即
ち
此
の
種
の
所
得
を
決
定

す
る
所
の
條
件
及
び
要
因
は
普
通
に
分
配
論
で
考
察

さ
れ
て
ゐ
る
賃
銀

・
利
潤
及
地
代
を
決
定
す
る
要
因
と
は
少
し

く
そ
の
趣
き
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
然
ら
ば

『
此
の
所
得

の
大
さ
は
何
に
依

つ
て
映
定
さ
れ
る
か
と

い
ふ
と
、
そ
れ
は

當
該
生
産
者
に
依

つ
て
生
産

さ
れ
π
商
品
の
数
量

・
品
質

・
費
用
及
び
慣
格
に
依
存
す
る
。
然
し
経
濟
上
の
生
産
條

分
配
論
上
の
穆
力
學
観

三
六
九



商

學

討

究

第

一
巻

(
下
)

.

三
七
〇

件
と

い
ふ
竜

の
は
正
し
く
生
産

論

の
封
象
を
構
成
す

る
も

の
で
あ

う
、
叉
橿
格
形
成

の
條
件
と

い
ふ
も

の
は
慣

格
論

に
於

て
考
察

さ
る
べ
き

性
質

の
竜

の
で
あ

る
。
』
(QQ
・
M
)。

加
之
、

ッ
ウ
ガ

ン
に
依
れ
ば

『
此

の
小
生
産
者

の
所
得

の
大
さ

は
彼
等

の
間

に
於

け
る
生
産

手
段

の
分
配
如
何
に

も
依
存
す
る
。
農
家

の
所
得

は
例

へ
ば
其

の
土
地
所
有

の
大

小
に
依

つ
て
決
定

さ
れ
る
。
然

し
抽
象
的
な
生
産

理
論

は

、
土
地

の
所
有
關
係

の
成

立
に
就

い
て
は
何
等
説
明
を
與

へ
得

な

い
も
の
で
あ
る
。
』
(ψ

M
)

『
生
産
手
段

が
種

々

な

る
肚
會
的
階
級

の
間

に
分
散

す
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
種

々
な
る
経
濟

的
並

に
非
経
濟
的
要

因

の
相
互
作
用

を
前
提

と
す

る
所

の
甚
だ
複
雑

な
る
肚
會
的
行
程
で
あ

る
。
從

つ
て
そ

の
解

明
は
吾
が
國
民
緯
濟
學

の
範
園

を
逸
す
る

の
で

あ

る
。
』
(oQ
.
○。
)

『
國
民
縄
濟
學

は
歴
史

上
に
於

け
る
肚
會
的

階
級
構
成

の

一
般
法
則
を
確

定
し
、
若

し
く
は
土

地
の

具
膿
的
所
有
關
係
を
説
明
す

る
を
任
務
と
し
な

い
。
経
濟
學

は
寧
ろ
斯

の
如
き

も

の
を
そ

の
當

然

の
出
登
黙
と
し
て

前
提

し
、
而
し
て
そ

の
登
展

の
跡

を
辿

る

Z
と
は
、
之
を

一
般
歴
史
並

に
肚
會
學

に
譲
る

の
で

あ
る
。
』

斯

の
如
く
小
濁
立
生
産
者

の
所
得

形
成

は
経
濟
學

上
濁
自

の
研
究

分
野
を

有

つ
乙
と
能
は
ず

、

一
般
生
産
論
並

に

交
換
論

に
於

て
分
ち
考
究
さ
れ

る
や

う
な
性
質
を
有
す

る
。
從

つ
て
若

し
今

日
の
肚
會

に
於

け
る

一
切

の
所
得
が
手

工
業
者

乃
至
農
家
の
そ

れ
の
如
き

性
質
を
有

つ
も
の
で
あ

る
な
ら

ば
、
何
等
特
殊
な
る
分
配
理
論

は
成
立

し
な

い
の

で
あ

る
。
庭

が

ツ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば

『
資
本
家
肚
會

に
於

け
る
種

々
な

る
所
得

の
中
に
は
、
全
く
特
殊
な
性
質
を
有

孕



つ

一
部
類
が
あ
る
。
弄
は
即
ち
資
本
主
義
的
肚
會
組
織
に
特
有
な
る
所
謂
三
種

の
所
得
部
類

賃
銀

・
利
潤
並
に

地
代
ー

之
で
あ
る
。
』

而
し
て

『
そ

の
特
性
と

は
即
ち
、
そ

の
本
質

上
互

に
密
接

に
結
合
し
、
不
可
分

の

一
膿
を
成

す
と

い
ふ

こ
と
で
あ

る
。
賃
銀
と
利
潤
と
は
相
關
概
念

を
爲

す
、
-

賃

銀
は
利
潤

を
前
提
と
し
、
利
潤
は
賃

銀
を

前

提
と
す

る
。
地
代
も
亦
資

本
制
生
産

の
概
念

に
依

つ
て
前
提
さ
れ

る
。
』
か
く

し
て

『
凡

て
是
等
三
種

の
所
得

は
資

本
主
義
的

に
組

織
さ
れ
だ

る
肚
會
の
肚
會
的
総
生
産
物
が
分
割
さ
れ
る
所

の
部
分
を
構
成
す

る
』

の
で
あ
る

(Q∩
・
。。)。

然
ら
ば

上
掲

の
所
得
間

に
於

け
る
密
接

な
る
關
係

は
ど

う
し
て
成

立
す

る
か
。
抑

も

『
資
本
主
義
的
経
濟

方
法
な

る
も
の
は
肚
會
的
生
産
物
を
産
出
す
る
に
當

つ
て
三
個
の
肚
會
階
級

賃
銀
勢
働
者

・
資
本
家
及
地
主
i

が
分

れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
蓋
し
資
本
家
肚
會
に
於
て
は
勢
働
者
は
生
産
手
段
を
有

つ
て
居
ら
ず
、
是
等
の
も
の
は

他

の
二
階
級
即
ち
資
本
家
及
地
主
に
属

す

る

の
で

あ

る
。
然
し
生
産
は
凡
て
生
産
手
段
な
く
し
て
行
は
れ
難

い
か

ら
、
資
本
主
義
的
生
産

の
途
行
に
當

つ
て
は
右
三
種

の
肚
會
階
級
、
即
ち
勢
働
者

・
資
本
家
及
地
主
が
結
合
せ
ね
ば

な
ら
澱
の
で
あ
る
。
』
(Q。
ら
)
斯
く
の
如
く
三
つ
の
肚
會
階
級
は
資
本
主
義
的
経
濟
方
注
に
依

つ
て
密
接
に
結
び
付
け

ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

ッ
ウ
ガ
ン
に
依
れ
ば
、
此

の
關
係
に
鷹

じ
て
杜
會
的
所
得
間
に
於
け
る
密
接
な
る
關
連

が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て

『
是
等
所
得

の
中
の
ど

の

一
つ
の
形
成
條
件
の
理
解
竜
、
他
の
二
つ
の
成
立
條
件
の

理
解
な
く
し
て
は
困
難
で
あ
る
。
』
蓋
し
是
等
三
つ
の
肚
會
的
所
得
は

『
相
合
し
て
分
解
す

る

こ
と

の
出
來
な

い
結

分
配
論
上
の
権
力
學
説

三
七

労
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び

目

を
爲

し

て

ゐ

る
』

か

ら

で

あ

る

。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

傍
で
生
産
問
題
や
交
換
問
題
と
そ
の
範
園
を
等
し
く
し
な

い
所
の
分
配
問
題
と
は
、

ッ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば

『
資
本

主
義
的
生
産
及
び
交
換

の
條
件
に
依

つ
て
相
互
に
結
び
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
所
の
三
肚
會
階
級
の
所
得
間
に
於
け
る
相

互
關
係

の
問
題
』
で
あ
h
、
從

つ
て
生
産
論
や
交
換
論
か
ら
猫
立
し
カ

『
分
配
論
の
特
別
の
任
務
と

い
ふ
竜
の
は
、

此
の
所
得
間
の
結
合
關
係
を
ば
そ
の
要
素
に
分
解
す
る
に
在
る
』

の
で
あ
る

(し。
・
O
ー

δ
)。

但
し
ツ
ウ
ガ

ン
は
分
配
現
象
を
以
つ
て
資
本
主
義
的
生
産
並
に
交
換

の
分
野
か
ら
離
れ
て
存
在
す
る
と
考
ふ
る
の

で
は
な

い
。
否
、
ッ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば

『
分
配
現
象
は
何
等
別
種
の
濁
立
し
π
経
濟
的
事
實
で
は
な
く
て
、
資
本
主

義
的
生
産
並
に
交
換
と

い
ふ
そ
の
同
じ
行
程
を
ば
、
一
つ
の
特
定

の
見
地
か
ら
観
察
し
カ
も
の
に
外
な
ら
な

い
。
』
言

葉
を
換

へ
て

い
ふ
と

『
分
配
現
象
は
資
本
主
義
的
生
産
並
に
交
換
の
特
定
の

一
方
面
を
構
成
す
る
』

に
過
ぎ
な

い
。

然
ら
ば
そ
は
如
何
な
る
方
面
で
あ
る
か
。
資
本
主
義
的
生
産
並
に
交
換
の
行
程
に
於

て
は

一
定

の
個
値
が
成
立
し
、

そ
し
て
そ
れ
が
移
轄
さ
れ
る
。
そ

の
際
此
の
行
程
に
は
三
つ
の
肚
會
階
級
、
即
ち
賃
銀
勢
働
者

・
資
本
家
及
地
主
が

種

々
な
る
意
義
に
於

て
参
與
す
る
。
吾

々
が
生
産
現
象
及
び
交
換
現
象
を
論
ず
る
間
は
そ
の
行
程
そ
れ
自
身
を
眼
中

ヘ

へ

に
置
く
、
而
し

て
分
配
現
象

と

い
ふ
揚
合

に
は
そ

の
同

じ
行
程

の
結
果
を
理
解
す

る
の
で
あ
る
。
』
(ω
・
Ho
)

ツ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば
分
配
現
象

は
、
斯

く
生
産

並

に
交

換
現
象

と
相

互
に
關
連

は

し

て

ゐ

る

け

れ
ど
も

、
然

し



●

0

『
そ

の
分
析
に
當

つ
て
は
常

に
猫
自
的
な
論
理
的
方
法
を
必
要
と
す
る
。
』
な
ぜ
か
と

い
ふ
に
、

ツ
ゥ
ガ

ン
に
よ
れ
ば

領
格
は
、
結
局
個
人

々
4
の
主
観
的
評
憤
に
基

い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
『
慣
格
形
成

の
法
則
を
理
解
す

る
た
め
に
は
吾

々
は
、
個
別
主
義
的
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
な

い
』
が
、
分
配
理
論
に
於

て
は
事
情
は
全
く
異
な
る
。

『
分
配
は
肚
會
諸
階
級
の
相
互
關
連
を
前
提
と
す
る
所
の

一
肚
會
現
象
で
あ
る
か
ら
、
個
別
主
義
的
な
慣
値
割
断
は
決

し
て
分
配
理
論

の
出
登
黙
允
ら
得

な

い
。
而
し
て
此
の
互
に
作
用
し
合
ふ
所
の
多
藪
要
素
の
相
互
關
癌
を
理
解
せ
ん

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

い

め

へ

と
欲
せ
ば
、
決
し
て
吾

々
は
此
の
關
連
を
抽
象
ー

抜
き
去

つ
て

は
な
ら
な

い
。
慣
値
現
象
は
維
濟
の
論
理
的
範
疇

で
あ
う
、
從

つ
て
唯
だ

一
人

の
人
間
の
孤
立
せ
る
縄
濟

に
於

て
も
親

察

さ
れ
得

る
。
蓋

し
慣
値
判
断

な
き
経
濟

は
あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

ヘ

へ

う
得

な

い
か
ら
で
あ
る
。
然

る
に
分
配

は
肚
會
縄
濟

の
歴
史
的
範
疇
で
あ

つ
て
、

一
定

の
歴
史
的
構

造
を
有

つ
肚

會

に
於

て
の
み
可
能
で
あ

る
。
』
(ω
』
o
ー

=
)

尤
も
交
換
行
駕
は
惜

か
に
肚
會
的
行
程
で
あ

る
。

ツ
ウ
ガ

ン
は
そ
れ
を
否
定

せ
ん
と
す

る
の
で
は
な

い
。
彼

の
言

は
ん
と
す

る
所

は
、
償
格
論
は
個

人
の
主
観
的
心
理
に
着
眼
し

て
慣

格
現
象

を
説
明
す
る

の
個
別
主
義
的
性
質
を

有

つ
を
妨
げ
ざ
る

に
反
し
、
分
配
論
は
之

を
許
さ
な

い
と

い
ふ

に
在

る
。
而
し

て

ッ
ウ
ガ

ン
に
依

れ
ば
、
交
換

現
象

と

分
配
現
象
と
の
間
に
は
實
に
次
の
如
き
匠
別
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
i

『
交
換
行
駕

に
於

て
相
會
す
る
二
人
の
個
入

は
必
ず
し
も
常

に
別
種
の
肚
會
階
級
に
属
す
る
乙
と
を
要
し
な

い
。
之
に
就

い
て
は
、
現
在
の
経
濟
學

に
於
て
相
競

分
配
論
上
の
擢
力
學
観

三
七
三
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ひ
つ
＼
あ
る
二
慣
値
學
説
i

限
界
利
用
學
説
と

マ
ル
ク
ス
流
の
勢
働
慣
値
學
説
ー

と
は
、
交
換
を
行
ふ
個

々
人

の
肚
會
的
竿
等
と

い
ふ

乙
と

を
前
提

と
し
て
登
足
し
て
ゐ
る
。
』
然

し
分

配
現
象

に
於

て
は
全
く
そ

の
趣

き
を
異
に

し
、
『
分
配
行

程
上

に
相
會
す
る
當
事
者

は
菅

に
肚

會
的

に
不
李
等

な
る
の
み
な
ら
ず

、
そ

の
不
卒
等
と

い
ふ
こ
と

に

常
該
現
象

の
本
質
が
横
は

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
分
配
行
爲

に
於

て
は
種

々
異
な
る
耐
會
階
級

の
代
表
者
が
相
會
す

る
。
勢
働
者

は
勢
働
者
と
し
て
、
資
本
家
や

地
主
と

は
全
く
異
な

っ
尤
別
個

の
階
級

に
属
す

る
の
で
あ
る
。
』
(ω
畳
=

ー

一
N)

分
配
論

を
ば
領
格
論

に
撮
取

し
よ
う
と
す

る
論
者

は
、
賃

銀
も
利
子
竜
地
代

竜
凡

て
が
領
格

の
形

に
於

て
成

立
す

る

こ
と
を
車
張
す

る
。

ッ
ウ
ガ

ン
竜
亦

『
實
際
生
活
に
於

て
は
賃
銀

。
利
潤
及
び
地
代

の
大
さ
が
個

々
の
當
事
者
間

に
於

け
る
協
定

に
基

い
て
個

人
的

に
決
定

さ
れ
る
』

こ
と
を
認

め
る
。
而
し
て
此

の
限

り
に
於

て

『
此

の
協
定

は
正

し
く

一
の
交
換
行
欝
で

あ
う
、個

々
の
當

事
者

の
個
別
的
評
慣

に
依
存
す

る
も

の
で
あ
る
。
』
然

し

ツ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ

ば

『
個
別
主
義
的
分
配
學
説
は
分
配
行
麗

の
最
竜
重
要
な
る
特
性
ー

當
事
者
の
肚
會
的
不
尋
等
、
即
ち
個
別
的
評

憤

に
は
桑
然

依
存
せ
ざ
る
、
而
し
て
個
人
的
で
は
な
く
全
く
肚
會
的
な
根
源

に
由
來
す

る
所

の
不
準

等

を
誌

め

得

な

い
謬
説

で
あ

る
。
』
(ω
・
一い
)
實
際
上

『
賃

銀
は
償
格

の
形
態

を
取
る
に
し

て
も
、
之
を
以

つ
て

一
の
慣

格
現
象

と
考

ふ
る

こ
と
を
得

な

い
。
賃

銀
は
領

格
現
象

以
上

の
も

の
で
あ

る
。
而
し
て
償

格
形
成
以
外

に
存
す

る
所

の
も

の



■

●

へ

が
、
實
は
當
該
肚
會
現
象

の
本
質
を
爲
す

の
で
あ
る
。
i

何
者
、
當
事
者

の
根
本
的
な
飛
會
的
不
卒
等
、
即
ち
肚

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ會
的
権

力
關
係

並

に
從
属
關
係

が
最

竜
強
烈

に
此

の
契
約

の
結
果

に
影
響

を
與

ふ
る
も

の
で
あ

る
か
ら
。
』
(ω
」

轟
)

さ
て
然

ら
ば
斯

の
如
き
見

地
か
ら
、
今

日
の
資
本
主
義
肚
會

に
於

け
る
地
代

・
賃

銀

・
利
潤

の
成

立
は
如
何

に
説

明
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
。

四

.賃
銀

・
利
潤
及

び
地
代

は

ッ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば
資
本
主
義
経
濟

制
度

の
内

部
に
於
け
る
所
得

の
全
膿
を
構
成

す

る

の
で
あ

る
が
、
地
代
は
此

の
揚
合
特
別

の
役
目
を
演
ず

る
。
そ
れ
は
他

の
二
種

の
所
得
と
同

じ
檬

に
杜
會
的
源
泉

に

基

く
も

の
で

は
あ

る
が

、
そ

の
意
味

は
少
し
く
異
な
る
。
地
代

の
肚
會
的
源
泉
と

は
、
そ
れ
が

一
種

の
無
勢
所
得
で

あ

る
と

い
ふ

乙
と

、
即
ち
土
地
所
有

の
結
果
で

あ
る
と

い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
但
し
土
地

の
所
有
そ

の
ま

＼
で
地
代
が

成

立
す

る
の
で

は
な

い
。

地
代
が
成

立
す

る
の
は
、
土
地
所
有
が
特
殊
め

肚
會
階

級
に
屡

し
泥
場
合
で

あ

る
。
『
地
代

は
必
ず

し
も
資
本
主
義
的
生
産
方
法
を
前
提
と
し
な

い
。
農
業
経
螢
は
小
規
模
で
何
等
資

本
主
義
的
性
質

を
有
π
な

い
揚
合
も
あ

う
得

る
。
然

し

一
旦
農

業
生
産
者

が
土
地

の
所
有
か
ら
隔
離

さ
れ
、
小
作
人
と
し
て
他
人

の
土
地

の
上

に
働

か
ね
ば
な
ら
な
く
な

る
と
、
此
庭

に
地
主

の
無
勢
所
得
と
し

て
の
地
代
が
成

立
す

る
の
で
あ

る
。
』
(ω
・
N
い
)

分
配
論
上
の
構
力
學
訊

三
七
五
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之

に
由

つ
て
地
代

の
肚
會
的
起

原
と

い
ふ
こ
と

は
明
瞭
で
あ

る
が
、
然

し
地
代

の
大

さ
は

ッ
ウ
ガ

ン
に
依

る
と
、

へ

も

ヘ

ヘ

へ

肚
會
的
権

力
關
係
に
依

つ
て
で

は
な
く

、
農
業
生
産

に
關
す

る
特
定

の
自
然
的
條
件

に
基

い
て
説

明
さ
れ
る
。
從

つ

て
此
の
限
う
に
於

て
は
、

ッ
ウ
ガ

ン
は
全
然

リ
カ

ー
ド

の
地
代
學
説
を
踏
襲
す

る
の
で
あ

る
。
即
ち

『
地
代

の
大

さ

は

リ
カ

ー
ド
の
云
ぷ
や
う
に
、
常

該
土
地
の
地
理
的
状
態

(
即
ち
販
責

市
揚

か
ら

の
遠
近

の
度
)
・
耕
作

の
度
合
並

に
土
地
生
産
力
の
自
然
的
差
別
性
-

是
等
三
つ
の
外
的
條
件
に
依

つ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
是
等

の
條
件
は
何
れ
も
肚
會
的
椹
力
關
係

か
ら
濁
立
し
π
竜

の
で
あ
る
。
』
(Q。
b

い
ー
α
)

『
尤
も
肚
會
的
階
級
團
璽

は
地
代

の
大

さ
に
重

大
な
る
作
用
を
及
ぼ
す
に
相
違

な

い
。
然

し
そ
れ
は
農
業
生
産

の
新

し

い
條
件
を
造
b
出
し
π
揚
合

の

み
で
あ
る
。
』

例

へ
ば
穀
物
關
税

の
制
度

は
外
國
穀

物

の
競
箏
を
制
限
し
、
内
國
穀
物

の
生
産
從

つ
て
土
地
耕
作

の
損

張

を
刺
戟

し
、

一
般

に
地
代

を
嵩

む
る
の
作
用

を
駕
す
が
如
き

乙
れ
で
あ

る
。

斯

く

の
如
く

ッ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば

地
代

の
高

さ
は
、
肚
會
的
階
級
圖
箏

に
依

つ
て
は
唯
だ
間
接

的
に
影
響
を
受
け

る

の
み
で
あ

つ
て
、
直
接

の
影
響

は
受

け
な

い
。
蓋
し
土
地
關
係

に
於

て
は
肚
會
外

の
力
、
即
ち
外
的
自
然
が
根
本

的

に
重
要

で
あ

る
か
ら
で
あ

る
。
『
地
代
は
農
業
生
産

上

の
自

然
的

條
件

の
差
別
性
に
基
づ

い
て
成

立
し
、
そ

の
大
小

は
此

の
差
別
性

に
依
存
し
、
肚
會

の
内
部
に
於

け
る
祉
會
的
権
力
關
係

に
は
何
等
直
接

の
關
連
を

有
力
な

い
も

の
で

あ

る
。
』
(o∩
・
鳶
)

そ

れ
故

に

『
地

代
を
ば
肚
會
的
分
配
行
程

以
外

の
も
の
と
し

て
観
察

し
、
且

つ
此
の
行
程

の
研
究

■



に
當

つ
て
そ

の
も

の
を
抽
出
す

る
と

い
ふ

乙
と

は
方

法
論
的

に
全
く

正
し

い
。
地
代

は
そ
れ
自
身

の
法
則
に
服
す

る

も

の
で
あ
う
、
而
し
て
此

の
注
則
は
肚
會
的
團
雫
外

に
於

て
成

立
す
る
も

の
な

の
で
あ

る
。
』
(oQ
.
N
O。
)

五

さ
て
地
代
を
別
に
す
る
と
、
資
本
主
義
制
度

の
下
に
於
け
る
肚
會
的
所
得
は
二
つ
の
部
類
ー

賃
銀
と
利
潤
i
ー

に
分

た
れ

る
。
而
し
て

ッ
ウ
ガ

ン
の
所
謂

『
祉
會
的
分
配
學
説
』

の

『
最

根
本
的
な

る
任
務

は
、
此

の
雨
所
得

の
相

互
關
係
を
研
究
す

る
に
在
る
』

の
で
あ

る
。

ヅ
ウ
ガ

ン
の
考
ふ
る
と

こ
ろ
に
擦

れ
ば
、
賃

銀
と
利
潤
と

の
間
に
は
根
本
的
な
性
質
上

の
差
異
が
あ
る
。

而
し

て

此

の
差
異
か
ら
雨
者

は
違

つ
虎
理
論
的
取
扱
を
受
け
る
乙
と

＼
な

る
。
爾
者

の
性
質

上

の
差
異
と
は
即
ち
、
『
勢
働

者

の
生
活
維
持

は
抑

竜
生
産

を
可
能

な
ら
し

む
る
技
術
的
條
件

な
る
に
反
し
、
資
本
家

の
利
潤

は
電
な

る
肚
會
的
起

因

に
基

く
』

と

い
ふ
乙
と
是
で
あ

る
。
『
勢
働
者

の
無

い
縄
濟

制
度

は
ど
う

し
て
竜
不
可
能
で
あ

る
が
、
反
之

、
資
本

家

の
無

い
経

濟
制
度
は
可
能
で
あ

る
の
み
な
ら
ず

、
歴
史
的
事

實
と
し
て
屡

々
存
し
π
所
で
あ
る
。
資
本
家

階
級
と

び
ふ
も
の
は
特
定

の
縄
濟
制
度
-

歴
史
的
に
成
立
し
且
つ
登
展
し
π
る
資
本
主
義
制
度

の

一
特
性
に
外
な
ら

な

い

。
』

(QQ
・
ミ

ー

。。
)

分
配
論
上
の
権
力
學
試

三
七
七
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此

の

こ
と
か
ら
し

て
、賃

銀
と
利
潤

と

の
理
論
上
に
於

け
る
異

な

つ
尤
方
法
論
的
性
質
が
出

て
來

る
。
『
利
潤

理
諭

に
關
す
る
第

一
の
問

題
は
、
利
潤

は
抑
竜
ど

う
し
て
成

立
す

る
か
と

い
ふ

こ
と

、
即
ち

一
の
経
濟

的
現
象
と

し
て
の

利
潤

の
成

立
如

何
と

い
ふ

こ
と

で

あ

り
』
、
第

二
の
問

題
は

『
利
潤

の
大
さ
は
如
何
な
る
要
因

に
依

つ
て
決
定

さ
れ

る
か
と

い
ふ
ご
ど
で
あ

る
が
、
此

の
後

の
問
題

に
就

い
て
は
利
潤
論
者

の
間

に
大
し
π
異
論
を
見
な

い
。
』
庭
が

、
賃

銀

に
就

い
て
は
之
が
逆
で
あ

る
。
尤
も

『
賃

銀
論
上
に
も
種

々
の
學
説
は
あ

る
が
、
そ

の
差
異

は
決
し
て
、
今

日
の

経
濟
制
度

の
下

に
於

け
る
賃

銀
の
存
在
に
關
す

る
説
明

の
相
異

に
基
く

の
で
は
な

い
。
賃
銀
論
上

の
意
見

の
相
異

は

專

ら
、
そ

の
大
さ
を
決
定
す

る
要

因
に
關

し

て
起

る
の
で
あ

る
。』
(oQ
・
い
o。
)

ツ
ウ
ガ

ン
の
所
謂
肚
會
的
分
配
學
説

の
見

地
か
ら
、
賃
銀

の
決
定
原

困

の
研
究

に
方

つ
て
先
づ
第

一
に
確
定
す

べ

き

は
、
勢

働
力
と
爾
鯨

一
切

の
商

品
と

の
匿
別
で
あ

る
。

ッ
ウ
ガ

ン
は
此

の
匠
別

の
要
黙
を
ば

『
爾
鯨

一
切

の
商

品

は
人
間
経
濟

活
動
の
外
面
的
な
所
産

叉
な
手
段

、
即
ち
縄
濟

の
客
膿
で
あ

る
に
反
し
、
人
間

の
勢
働

力
は
人
間
そ

の

竜

の
、
即
ち
経
濟

の
主
禮
で
あ

つ
て
客
騰

で
な

い
』

と

い
ふ

乙
と

に
求

め
る

(Q。
.
い○
)。
而
し

て
ッ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば

『
勢
働
力
が
斯
く
勢
働
者

の
人
格

か
ら
離
す

こ
と

の
出
來

な

い
と

い
ふ
特
性
を
有

つ
て
ゐ
る
乙
と
は
、賃

銀
形
成

の
客

観

的
條
件

に
重

大
な

る
影
響

を
及
ぼ
す

も
の
で
あ
る
。
此

の
特
性
か
ら
次

の
二
つ
の
断
定

が
生
ず

る
。
第

一
は
勢
働

力

生
産

の
不
可
能
と

い
ふ

こ
と
で
あ

う
、
第

二
は
勢
働
力

の
責

手
並

に
買
手
が
有

つ
特
有
な
る
肚
會
的

地
位

と

い
ふ



,

こ
と
で
あ

る
。
』
(Q。
・
ω
o
)

先
づ
第

一
の
断
定

か
ら
説

明
す

る
と
、
他

の
商
品
は

一
定

の
計
叢

に
基

い
た
人
間

の
縄
濟

活
動

の
結
果
と

し
て
生

産

さ
れ

る
。
尤
も
人
間

の
勢
働
力
竜
特
定

の
肚
會
的
關
係

の
下
に
於

て
は
生
産
物

の
や

う
な
形
を

と

る

揚

合

が

あ

る
。
奴
隷
経
濟

こ
れ
で
あ

る
。
然
し

『
今

日
で
は
勢
働
者

は
そ
の
生
活
條

件
が
如
何

に
貧
し
く
と

も
、
奴

隷
と
は
全

く
異
な

つ
た
地
位

を
占

め
て
ゐ
る
。
勢

働
者
は
生
活
す

る
カ

め
に
働
く

の
で
あ

つ
て
働

く
た

め
に
生
活
す

る
の
で

は

な

い
。
彼

れ

の
勢
働

力
は
生
産

さ
れ
な

い
、
唯
だ

そ

の
生
活

の
結
果
と

し
て
成

立
す

る

に

過

ぎ

諏
』

の
で
あ

る

(QQ
・

ω
一)。
人
或
は
、
勢

働
力
を
養

ひ
且

つ
生
産
す

る
竜

の
は
資

本
家
で

あ
る
と

い
ふ
か
も
知

れ
顧
。
然

し
之
は
事
實

の
眞

相

を
見
誤

つ
力
謬
説
で
あ

る
。
『
資
本
家

は
勢
働
者

の
数

を
塘
加
せ
し

む
る
直
接

の
手
段

を
有

つ
て

ゐ

な

い
。
た
と

ひ
勢
働

市
揚

に
勢
働
者

の
彿
底
を
告

げ

て
も

、
資

本
家

は
新

手

の
勢

働
者
を
人

口
塘
加

の
奨
働

に
依

つ
て
造

り
出
し

得

る
も
の
で

は
な

い
。
市
場
に
現
は
る

＼
と

こ
ろ

の
、
彼

れ
に
必
要

な
る
勢
働
者

の
数

は
、
全
く
彼
等

の
意

思
か
ら

濁

立
し
π
も
の
で
あ

る
。
』
(QD
・
鴇
1

ω
)

次
に
勢

働
力

の
根
本
特
性
よ
う
す

る
第

二
の
断
定

は
、
そ

の
責

手
並
に
買
手
が
夫

々
別
種

の
、
肚
會
的
に
不
準

等

な

る
階
級

に
属
す
る
と

い
ふ

≧
と

で

あ

る
。
『
勢
働
力

の
費

手
は
そ

の
販
費

の
性
質

に
依

つ
て

一
つ
の
特
種
の
肚
會

階
級
-

勢
働
者
階
級

を
構
成
し
、
勢
働
力
の
買
手
は
そ
の
購
買
そ
の
も
の
に
依

つ
て
他

の

一
肚
會
階
級
ー

分
配
論
土
の
構
力
學
親

三
七
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資

本
家
階
級
1
ー

を
構
成
す

る
。
而
も
此

の

こ
と

は
他

の
如
何
な
る
交
換
行
偶

に
も
認

め
得

な

い
所
で
あ

る
。
』
從

つ
て
、
『
慣

格
理
論

に
於

て
交
換
當
事
者

の
階
級

別
を
桑
然

抽
象
し

て
了

ふ
乙
と
、
即
ち
之
を
肚
會
的

に
亭
等
な
も

の

と
観
察

す

る

こ
と
は
正
し

い
』

が
、
勢
働
力

の
交
換

行
爲

に
於

て
、
肚
會
的
権
力
關
係

並
に
從

厨
關
係
を
無
親
す

る

乙
と

は
、
當
該
問
題

の
中
椹

を
逸
す

る

こ
と

＼
な
る
』

の
で
あ
る

(o。
●
ω
ω
)。

正
統
派

の
債
格
論

は
正
常
慣
格
と

市
場
慣
格
と

を
分
ち

、
任
意

に
再
生
産

し
得

る
商
品

の
正
常
領
格

は
そ

の
再
生

産
費

に
依

つ
て
決
定
さ

れ
、
市
場
領
格

は
そ

の
商
品

の
需
給
關
係

に
依
存
す

る
と
説

い
π
。
然

し
前
述

の
如
く

ツ
ウ

ガ

ン
に
依
れ
ば
、
『
勢
働
力
は
生
産

さ
れ

る
も

の
で
な

い
か
ら
此
の
再
生
産
費

の
法

則
は
賃
銀

に
は
癒
用

さ
れ
得

な

い
。
』
(し。
●
累
)
加
之
、
『
需
要
供
給

の
法
則
は
賃
銀
問
題

に
封

し
て
何
等
解
決

の
鍵

を
與

ふ
る
竜

の
で

な

い
。
賃
銀
は

國

に
依

り
、
叉
歴
史
的
時
期

に
依

つ
て
種

々
異

な
る
も

の
で
あ
る
が
、
此
の
差

別
は
勢
働
者

の
需
給
關
係

に
依

つ
て

は
ど
う

し
て
竜
説
明
し
得
な

い
の
で

あ
る
。
』
(ω
・
ω
鼻
)
『
所
謂
需
要
供
給

の
法

則
は
、

一
定
商
品

の
需
要
が
そ

の
債

格

に
依
存
す

る
と

い
ふ
前
提

に
立
脚
し

て
ゐ
る
。』

け
れ
ど

も
此

の
前
提
は
、
ツ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば
消
費
封
象

に
の
み

一

般

に
當

て
餓

ま
る
も

の
で
あ

つ
て
、
生
産
手
段
分

け

て
竜
勢
働
力
に
は
通
用
し
な

い
(Q∩
●
い
い)。
『
勢
働
力

に
劉
す

る
需

要

は
、
そ

の
慣
格
が
資

本
家

の
全
利
得

を
食

鑑
さ
な

い
限

り
は
、
そ

の
慣
格
か
ら
濁

立
し
π
竜

の
で
あ

る
。
』
(ω
・
ω
＼
)

而
し

て
此

の
こ
と
は

ッ
ウ
ガ

ン
の
所
謂
勢
働
力
再
生
産

の
不
可
能

よ
う
す
る
當
然

の
結
論
で
あ
う
、
同
時
に

ツ
ウ
ガ



ン
が
賃
銀
を
以

つ
て

一
般
商
品
の
償
格
と
は
桑
然
異
な

つ
π
法
則
に
支
配
さ

れ

る

も

の
と

な
す
根
本
理
由
で
あ
る

く
。∩
ム
。
)。

之
を
要
す
る
に

『
肚
會
的
生
産
物
が
、
資
本
主
義
縄
濟
の
内
部
に
於

て
密
接
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
所
の
異
な
る
二

つ
の
胱
會
階
級
の
間
に
分
配
さ
れ
る
行
程
は
、
決
し
て
軍
純
な
る
交
換
行
程
で
は
な
く
て
、
實

は
肚
會
的
生
産
物
の

最
大
部
分
に
關
す
る
肚
會
階
級
間
の
闘
事
ー

闘
雫
す
る
二
階
級
の
勢
力
が
全
く
不
手
等
な
る

の
複
難
な
る

一

結
果
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
勢
力
の
不
牛
等
と

い
ふ
こ
と
が
、
賃
銀
並
に
利
潤
の
依

つ
て
生
ず
る
必
然
的
の
根
基
を

爲
す
の
で
あ
る
。
』
(ω
・
鳶
)

舷
に
於
て
ッ
ウ
ガ

ン
は
、

一
肚
會
に
於
け
る
卒
均
賃
銀
を
決
定
す
る
要
因
に
二
あ
り
と
す
る
。
其

一
は

『
肚
會
階

級
間
に
配
分
き
る
＼
肚
會
的
生
産
物
の
分
量
を
決
定
す
る
所
の
肚
會
的
勢
働

の
生
産
力
』
で
あ
う
、
其

二
は

『
勢
働

者
階
級
の
庭
分
し
得

る
肚
會
的
生
産
物
の
分
前
を
確
定
す
る
所
の
勢
働
者
階
級
の
肚
會
的
勢
力
』
で
あ
る

(Q。
ム
い
)。

尤
も
ツ
ウ
ガ

ン
は
、

一
派
の
論
者
の
や
う
に
勢
働
の
生
産
力
と
賃
銀
と
の
間
に
嚴
密
な
る
比
例
關
係
あ
り
と
云
ふ

の
で
は
な

い
が
、技
術
的
な
勢
働
の
生
産
力
が
賃
銀
決
定
の
重
要
な

一
要

因
を
爲
す
と
考
ふ
る
の
で
あ
る
。
で
、
『
肚

も
の
で
あ
の
生
産
力
に
少
し
で
も
憂
化
が
起
れ
ば
、
他
の
事
情

に
し
て
同

一
な
ら
ば
賃
銀
の
大
さ
に
影
響
を
及
ぼ
す

會
的
勢
働
る
。
勢
働
生
産
力
が
塘
進
す
れ
ば
、
他
の
事
情
に
し
て
愛
わ
が
な
け
れ
ば
、
實
際
肚
會
の
李
均
賃
銀
の
高

分
配
論
上
の
旛
力
學
凱
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さ
、
換
言
す

れ
ば
勢
働
者
が
慮
分

し
得

る
所

の
消
費

資
料

の
分
量
は
高

ま
る
。
而
し

て
之
が
今

日
ま
で

の
各
國
に
於

け
る
賃

銀

の
準
準
を
決
定

し
て
來

π
最
重
要

の
要
因
で
あ

つ
π

の
で
あ

る
。

ア

メ
リ
カ
に
於

け
る
賃

銀
は

ヨ
ー

ロ
ツ

バ
に
於

け
る
そ
れ
よ
b
も
蓬

か
に
高
く
、
叉

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
於

て
竜
英

國
で

は
大
陸
諸
國
よ
り
竜
高

い
が

、
此

の
差

異

は
是
等

の
國

に
於

け
る
勢
働
生
産

力

の
差
異

に
慮

じ
て
ゐ
る
。
朝
近

に
於

け
る
賃

銀
の
昂
騰

竜
亦
、
何

よ
ウ
も
先

づ
、
勢
働
生
産

力
の
壇
進

に
蹄

せ
し

め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
』
(ω
玉

ωー
真
)

斯
く

の
如
く
勢
働

の
生
産
力
な

る
も

の
は
賃
銀
決
定

の

一
要
素
で
あ

る
が
、

ッ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば
此
の
生
産
力
と

賃

銀
と

の
間

に
は
相
互
依
存

の
關
係

が
あ

る
。
即
ち

『
勢
働
生
産
力
は
賃
銀
高

に
影
響
す
る
と
同
様

に
、
賃

銀
高

は

生
産
力

に
影
響
す
る
。
賃

銀

の
引
上

・
勢
働
者

の
生
活
維
持

の
向
上
は
、
勢

働
効
程
を
塘
進

せ

し

む

る

も

の
で
あ

る
。
』
(Qり
・
全

)

此
の
關
係

の

一
面

、
即
ち
勢
働
効
程
が
賃

銀
高

に
依
存
す
る
と

い
ふ

こ
と

は
、
既

に
二
三

の
學
者
が

資
本
主
義
繹
濟

に
於

け
る
勢
働
者
と
資

本
家
と

の
利
害

の
調

和
を
圖
ら

ん
が
カ

め
に
提
唱
し
た
所
で
あ

る
。
例

へ
ば

佛

の

ル
ロ
ワ
・
ボ
オ
リ

ユ
ウ
、
猫

の
ブ

レ
ン
タ

ノ
、

シ

ユ
ル
ッ

エ
・
ゲ

ヴ
ア

ニ
ツ
ツ
、
英

の
ブ

ラ
ツ
セ
ー
、

ベ
ル
等

乙

れ
で
あ

る
。
然

し

ッ
ウ

ガ

ン
に
よ
る
と

、
『
是
等

の
學
者

は
勢

働
生
産
力
が
賃
銀
高

に
依
存
す

る
と

い
ふ
こ
と
を
高

調

し
過
ぎ
π

の
で
あ

る
。
勢
働
生
産
力

が
賃
銀
高

に
依
存
す

る
と

い
ふ

こ
と

は
或

る
限
度
内

に
於

て
の
み
當

て
俄
ま

る
。
若

し
さ
う
で
な

い
と
す
れ
ば
資

本
家
が
勢
働
者
と
圃
箏
す

る
と

い
ふ

乙
と
は
全
く
意
味

を
爲

さ
な

い
で
あ
ら
う

●



か
ら
。
』
(ω
・
章
)

勢
働
生
産
力
な

る

も

の

は
賃

銀

の
最
高
可
能

の
限
界

を
劃
す

る
。
(
そ

の
下
限

を
劃
す

る
も
の
は
云
ふ
蛮
で
も
な

く

、勢
働
者
が
自

己
並
に
そ

の
家
族

を
養

ふ
に
生
理
的
に
必
要

な

る
最
低

生
活
費
で
あ
る
。
)
而
し
て

『
賃
銀

が
事
實

上
何
れ

の
黙

に
落
付
く

か
と

い
ふ
こ
と
は
、
そ

の
下
で
企
業
家
劃
勢

働
者

の
肚
會
的
翻
箏

が
演
ぜ
ら
る

＼
と

こ
ろ
の

條
件
、
即
ち
勢
働
者
階
級

の
肚
會
的
力

の
強
弱
に
依
存
す

る
の
で
あ

る
。
』
(ω
ム

い
)

山
'、

前
述
の
如
く

『
賃
銀
論
の
任
務
は
何
よ
り
も
先
づ
賃
銀
高
を
決
定
す
る
要
素
を
確
定
す
る
に
在
つ
π
が
、
利
潤
論

の
任
務
は
よ
う
複
難

で
あ

つ
て
、
之
は
次
の
二
つ
に
匠
別
さ
れ
得
る
。』
第

一
の
任
務
は

『
利
潤

の
成
立
そ
の
も
の

の
事
實
、
並
に
そ
の
肚
會
経
濟
的
性
質
を
説
明
す
る
』
に
在
る
。
第

二
の
任
務
は

『
利
潤
を
規
範
的

昌
。
戦ヨ
9
瓜
く

に

正
義
戚

の
見
地
か
ら
批
剣
す
る
』
に
在
る
。
而
し
て
第
三
の
任
務
は

『
利
潤
高
を
決
定
す
る
客
観
的
要
素
を
確
定
す

る
』
に
在
る
。
就
中
第

一
の
任
務
は
從
來
の
種
グ
な
る
利
潤
學
説

の
最
重
要

の
内
容
を
構
成
し
π
も
の
で
あ
る
。
賃

銀
の
揚
合
と
は
異
な

つ
て
利
潤

の
揚
合
に
な
ぜ
そ
の
肚
會
経
濟
的
性
質

の
考
察
が
重
要
で
あ
る
か
と

い
ふ
と
、
そ
れ

は
ッ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば
、
利
潤
が
全
く
歴
史
的
の
産
物
で
あ
わ
、
或
る
特
定

の
経
濟
組
織

の
下
に
於

て
の
み
存
在
す
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る

の
で

あ

る

か

ら

で

あ

る

(Q。
ム

。。
)
。

有

名

な

べ

ー

ム
・
バ
.ゲ

エ
ル

ク

の
資

本

利

子
學

説

に
關

す

る
分

類

生

産

力

説

・
効

用

説

・
動

勢

説

・
節

慾

説

・

搾
取
説
並
に
彼
れ
自
身
の
時
差
説
レ

は
此
の
利
潤
の
肚
會
経
濟
的
性
質
に
係

は
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
此
の
分
類

は
全
く
経
験
的

に
羅
列

し
π
も

の
に
過
ぎ
な
く

て
何
等

一
貫
し
力
思

想
に
基

い
て
は

ゐ
な

い
。
そ
れ
は
論
理
的

に
甚

だ

不
充
分
で
あ
る
。
傍
で

ッ
ゥ
ガ

ン
は
総

て
の
利
潤
學
説
を
ば

二
大
部
類

に
分

つ
。
第

一
は
、
利
潤
を
以

っ
て
肚
會

維
濟

一
般

の
自
然
的
不
可
避
的
結
果
と
見

る
も

の
、
即
ち
そ

の
根
基
を
ば
歴
史

的
に
成
立
す

る
所

の
肚
會

の
内
部

に

於

け
る
権
力
關
係
乃
至
從
厨
關
係

に
求

む
る
こ
と
な
く
、
経
濟

の
性
質
そ

の
も

の
に
内
在
す

る

一
現
象
と
見

る
學

説

で
あ

る
。
第

二
は
利
潤
現
象
と

纏
濟

一
般

の
性
質
と

の
必
然
的
關
係

を
否
定

せ
ん
と
し
、
そ

の
根
基

を
ば
、

一
定

の

歴
吏
的

形
態

の
肚
會

の
内
部
に
於

け
る
罐
力
關
係
乃
至
從
属
關
係

に
認

む
る
學
説
で
あ
る
。
云

ひ
換

へ
れ
ば

、
前
者

は
利
潤
を
以

つ
て
論
理
的
経
濟
範
疇

と
解
す

る
も
の
、
後
者

は
歴
史
的
緯
濟
範
疇

と
解
す

る
も

の
で
あ

る
。
而
し
て

前

者

は
更

に
二
小
分

さ
れ
る
。
そ

の

一ば

利
潤

を
以

つ
て

一
種

の
動
螢

所
得

と
見
倣

さ
ん
と
す

る
も

の

(
べ
ー
ム
の

i所

謂
勢
働
説

)
、
そ

の
二
は
経
濟

行
程
そ

の

も

の

＼
性
質

よ
り
す

る
必
然
的
結
果
と
見

る
學
読

で
あ

る
。
之
を
表
示

す

る
と

次

の
や
う
に
な

る

(ω
・
お
)。



①
論
理
的
讐

量

の
霧

鰭

躯

"
餉

m
,
歴
史
的
範
疇
と
見
る
も
の

(

先
づ
利
潤
を
以
て

一
種

の
勤
勢
所
得
と
見
る
學
説
は
、
資
本
家
の
所
得
は
勢
働
者
の
所
得
と
そ
の
肚
會
経
濟
的
性

質

を
同
う
し
、
企
業
家
竜
亦

一
種

の
勤
勢
を
提
供
す
る
と

い
ふ
。
此
の
種

の
學
読
は
肚
會
政
策
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

企
業
家
の
所
得
を
是
認
す
る
の
論
擦
を
供
す
る
と

い
ふ
意
義
を
有

つ
。
け
れ
ど
も
利
潤

の
肚
會
経
濟
的
性
質

の
説
明

と
し
て
は
甚
だ
不
充
分
で
あ
る
。
第

一
に
資
本
家
の
利
子
は
唯
だ
資
本
を
所
有
す
る
と

い
ふ
乙
と
の
尤
め
に
の
み
成

立
し
、
彼
れ
が
實
際
の
企
業
に
た
つ
さ
は
る
乙
と
の
禿
め
に
成
立
す
る
の
で
は
な

い
。
叉
企
業
家
の
牧
盆
に
就

い
て

竜
動
勢
読
は
當

て
骸
ま
ら
な

い
。
反
之
、
企
業
家
の
股
盆
の
大
さ
は
明
か
に
企
業
資
本
の
大
さ
に
依
存
し
て
ゐ
る
。

而
竜

一
定
額

の
資
本
を
運
轄
す
る
と

い
ふ
こ
と
そ
れ
自
膿
は
何
等
の
勢
働
で
も
な
く
、
企
業
者
利
潤
に
於
け
る
無
勢

的
要
素
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
近
代
企
業
の
典
型
と
し
て
の
株
式
會
肚
は
、
勤
勢

に
基
く
所
得
と
然
ら
ざ
る
竜
の
と

の
野
立
を

一
暦
明
自
に
す
る
や
う

に
な

つ
カ
。
'
株
主
の
受
く
る
配
當
金
は
、
株
主

が
そ

の
實
際
企
業
に
墾
與
し
π
と

い
ふ
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で

は
な

い
。
此
の
揚
合

の
配
當
金
、
即
ち

企
業
利

得
は
勢
働
の
提
供
と

い
ふ
こ
と
を
全
然
前
提
と
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る

(ω
・
お
ー
いo
)。
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第

二
類

の
利

潤
學
説

(
之

に
は

べ
ー

ム
の
所
謂
生
産

力
説

・
効
用
説

・
節

慾
説

.
時
差
説
が
属
す

る
)
は
、
利
潤

レ

の
無
勢

性
を
否
定
し
な

い
。

に
も
拘

ら
ず

利
潤
を
ば
論
理
的
純
濟
範
疇
と
し

て
、
即
ち
経
濟

の
不
可
避
的
條
件

の
必

然

的
詰
果
と

し
て
観
察
す

る
。
か
く

し
て
生
産
力
説

(
及
び
効
用

説
)
の
見

地
よ
わ
す
れ
ば
、
利
潤

は
生
産

に
充
用

さ
る

＼
資
本

に
依

つ
て
生
産

さ
れ
π
竜

の
に
外
な
ら
ず

、
叉
飾
慾
説
並

に
時
差
説

は

一
定
期
間

に
亙

る
清
費

の
節

約

に
よ

る
資
本
構
成

の
必
然

性
を
主
張

し
、
此

の
要
素
が
利
潤
成

立
の
基
礎
を
爲

す
と
説

く

の
で
あ

る
。

が
、
是
等

の

學

説

は
斯
う

い
ふ

一
黙

に
於

て

一
致
す

る
。
即
ち
利
潤

を
ば
資
本

の
所

有
に
基

い
て
成

立

す

る

も

の

と

考

ふ
る
こ

と

、
及

び
現
代
肚
會

に
於

け
る
肚
會
的
権
力
關
係
乃
至
從
属
關
係
以
外

に
存
す
る

一
経
濟

現
象

と
考

ふ
る

こ
と
是
で

あ

る

(ω
・
い
一)。

け
れ
ど
も

ツ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば

『
か

＼
る
見
解

の
内
的
矛
盾
は
明
自

で
あ

る
。
財
産

(
所

有
)
關
係
と

い
ふ
も
の

は
権
力

に
基
く
所

の
、
そ
し

て
財
産

を
異

に
し
経
濟
的
利
害

を
異

に
す
る
所

の
諸
階
級
に
分
裂
せ

る
近
代
祉
會

の
内

面
的
構
造

の
極

め
て
複
難

な
る

一
結
果
で
あ

る
。
此
等

の
階
級

の
間

に
、
所

有
す

る
者
と
所
有
せ
ざ

る
者
と

の
劉
立

が
現

は
れ
、
個

々
人

の
所

有
は
何

よ
う
竜
先
づ
彼

れ
自
身
が
此

の
階
級

に
属
す

る
か
彼

の
階
級

に
属
す

る
か
に
依

つ

て
定
譲

る
の
で
あ
る
。
』
『
か
く
利
潤
が

一
つ
の
財
産
所
得

で
あ
う
、
そ
し

て
そ
れ
は
唯
だ
資

本
の
所
有
者

の
み
が
獲

得

し
得

る
竜

の
で
あ
る
と
す
れ
ば

、
此

の
種

の
所
得

は
肚
會
的
権

力
關
係

に
依
存
せ
ざ

る
を
得
な

い
。
』
從

つ
て
利
潤



を
観
察
す

る
に
當

つ
て
此
等

の
肚
會
的
権
力
關
係

乃
至
從
属
關
係
を
全
然
抽
象
し

て
顧

み
な
か

つ
π
從
來

の
利
潤
學

説

は
、
根
本
的
に
誤
う

に
陥

つ
て
ゐ
π
竜

の
と
云
は
ぎ

る
を
得

な

い
の
で
あ

る

(ω
・
警
ー

N
)。

反
之
、

ツ
ゥ
ガ

ン
に
ょ
れ
ば

『
利
潤
は

一
つ
の
肚
會
的
現
象
で

あ

つ
て
、
そ

の
中
に
今

日
の
階
級
肚
會

の
内
部
に

於

け
る
権
力
關
係
乃

至
從
属
關
係
が
顯

は
れ

て
ゐ
る
。
無
勢
所
得

な
る
竜

は

一
般

に
唯
だ
、
今

日
の
肚
會

の
肚
會
的

關

係
が
、
生
産
手
段
が
肚
會

の

一
部

に
の
み
属
す

る
と

い
ふ
や
う
な
も

の
で
あ
る
場
合

に
の
み
可
能
で
あ

る
。
此

の

無
勢

所
得

の
由

つ
て
生
ず

る
肚
會
的
根
基

を
無
親
す

る
乙
と
は
分

配
問
題

全
膿

を
無

親
す
る
に
竜
等
し

い
。
而
し
て

限
界
利
用
學

説
か
ら
出
で

π

一
切

の
利
潤
學
説

は
實

に

さ

う

い
ふ
罪
を
犯
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
』
之

を
要
す

る
に

ゆ

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

『
利
潤

の
成
立
は
肚
會
的
見
地
に
於
て
の
み
説
か
る
べ
き
で
あ
る
。
個
人
的
見
地
に
於
て
は
困
難
と
見
え
π
利
潤
も
、

肚
會
杢
禮
の
見
地
か
ら
は
容
易
に
説
明
す
る
こ
と
が
出
來

る
。
直
接

の
勢
働
者
が
そ
れ
か
ら
は
蚕
然
絶
縁
せ
し
め
ら

れ
て
ゐ
る
所

の
、
生
産
手
段
の
所
有
者
ー

資
本
家

は
、
依
つ
て
生
産

さ
れ
π
祉
會
的
生
産
物
の

一
部
分
を
彼

れ
の
無
勢
所
得
と
し
て
蹄
馬
せ
し
む
る
経
濟
的
権
力
を
有
つ
て
ゐ
る
。』

而
し
て
此
の
縄
濟
的
乃
至
肚
會
的
権
力
が
、

ツ
ウ
ガ
ン
に
よ
れ
ば
、
利
潤
登
生
の
窮
極
原
因
な
の
で
あ
る

(ω
・
濃
)。

『
近
代
祉
會
に
於
げ
る
無
勢
所
得

の
存
在
は
、
現
代
経
濟
組
織
に
特
有
な
る
肚
會
的
不
卒
等

の
最
も
明
自
な
る
表

現
で
あ

る
。
此
の
不
導
等
は

一
の
肚
會
的
團
膿
が
、
生
き
む
が
沁

め
に
、
他
の
肚
會
的
團
膿
に
彼
等

の
勢
働
力
の

一

分
配
論
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部
分

を
ば
、
而
も
そ

の
交
換

に
於

て
そ

れ
に
相
慮

の
勢

働
封
償

を
得

る

こ
と
な
く
、
提
供
す

べ
く
強
制

さ
れ
る
と

い

ふ

こ
と

に
基
く
。
勢
働

者
は
資
本
家

に
、
彼

れ
の
身
禮
と

は
不
可
離

の
勢
働
力
を
提
供
す

る
。
資

本
家

は
之

に
封

し

て
彼

れ

の
資
本

の

一
部
を
給
與
す

る
。
勢
働
者
は
彼

れ

の
勢
働
を
費

却
す

る

こ
と

に
依

つ
て
彼

れ
の
自
由
を

失
ひ
、

他

の
人
間
に
隷

属
す
る

乙
と
と
な
る

の
で
あ

る
。
』
(ω
●
い
。。)

『
賃

銀
勢

働
と
奴
隷
勢
働
と

は
、
そ

の
法
律
的
形
態

に
於

て
は
全
く
異
な

つ
て
ゐ
る
に
拘
ら
ず

、
そ

の
経

濟
的

性

質

に
於

て
は
甚

だ
し
く
類
似

し
て
ゐ
る
。

即
ち
此

の
何
れ

の
揚
合

に
於

て
竜
外
的
な
或

る
暴
力
が

、
勢
働
す

る
人
間

を
ば
無
勢
所
得

を
得

る
他

の
人
間

の
π

め
に
働
く

乙
と
を
強
制
す

る
。

而
し

て
そ

の
外
的

な
暴
力

と
は
、
奴

隷
経
濟

の
揚
合
で

は
肉
膿
上

の
暴
力

の
形
を
取
わ
、
資
本
主

義
制
度

の
下

に
於

て
は
無
産

者

の
有
産
者

へ
の
経
濟
的
服
從
關

係
と

い
ふ
形
で
現
は
れ
る

の
で
あ

る
。
近
世
資
本
家

の
所
得

は
奴
隷
所
有
者

の
所
得
と
同
標

に
権

力
に
基

く
も
の
で

あ

る
。
』
(G∩
・
い
。。
)

次
に

『
利
潤

論
の
第

二
の
任
務

は
、
も∩
。
=
。コ
の
見
地
か
ら
利
潤
を
批
制
す

る
に
在

る
。
即
ち
利
潤

の
背
後

に
附
着

せ
る
肚
會
的
關
係
は
果

し
て
吾

々
の
正
義
威

に
合
致
す

る
や
否
や
と

い
ふ
問
題
に
在

る
。
』
(Q。
・
い
α
)

前
段

に
述

ぶ
る
所

の
如
く
、

ッ
ウ
ガ

ン
は

『
利
潤
を
以

て
肚
會
的
不
卒

等

の

】
表
現
と
見

る
』

の
で
あ
る
が
、
そ



れ
は
言
葉
を
換

へ
て
云
ふ
と
、
『
勢

働
す
る
階
級
が
勢

働
し
な

い
階
級

に
依

つ
て
搾
取

さ

れ

る

と

い
ふ

乙
と
を
認

む

る
』

に
等
し

い
。
庭
が

、

ツ

ウ

ガ

ン
に
よ
る
と

『
搾
取
』

と

い
ふ
概
念
は

『
維
濟
學

に
特

有
な
、
Q。
o
ぎ

と

ω
o
一一。ロ

ー

そ
れ
は
分

つ
べ
か
ら
ざ
る
論
理
的
全
髄
を
爲
す
ー

の
二
要
素
を
含
む
概
念
で
あ
ゐ
。
』
『
搾
取
概
念
は

一
面
に

は
勢

働
者
階
級
と
非
勢

働
者
階
級
と

の
経
濟
的
不
干
等

の
純
粋
客
観
的
認
識

を
含

み
、
他
面

に
於

て
は
此

の
概

念
の

中

に
倫
理
的
要
素

が
包
括

さ
れ

て
ゐ
る
。
即
ち
吾

々
は
人
間
と
人
間

と
の
關
係
を
搾
取
關
係

と
名
づ

け
、
此

の
關
係

を
ば
倫
理
の
見
地
か
ら
批

剣
す

る
の
で
あ

る
。
否
、
更

に
突
き
詰

め
て
論
ず

れ
ば

、
此

の
倫

理
的
批

剣

に
こ
そ
搾
取

と

い
ふ
概
念

の
本
質

が
…横

つ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。』
(Q∩
・
い
。。ー
ゆ
)

.

然

ら
ば

『
搾
取
』

は
倫
理
的

に
如
何

に
考

へ
ら
る

＼
か
と

い
ふ
と
、

ッ
ゥ
ガ

ン
に
よ
れ
ば

『
搾
取
と
は
準
等

主
義

が

行
は
れ
ず

し
て
或
る
入
間

の
勢
働
力
が
他

の
人
間

に
依

つ
て
利
用
さ
れ
る

乙
と
を
意
味

す
る
。
從

つ
て
若

し
交
換

行
駕

に
於

て
勢

働

の
等
債
が
引
渡

さ
れ

る
な
ら
ば
、
倫
理
的
意
味

に
於

て
搾
取
な
る
も

の
は
存
し
な

い
乙
と

＼
な
る
。

然

し
若
し
或

る
人
間
が
他

の
人
間
に
、彼

れ
が
後
者

よ
う
受
く

る
劉
領
以
上

の
鯨
計

の
勢
働

を
提
供
し
π
と
す
れ
ば
、

之

に
依

つ
て
人
間
人
格

の
孚
等

の
原
則
は
破
壊
さ
れ
る

乙
と

＼
な
る
。』
『
之
を
要
す
る
に
入

間
人
格

の
同
慣
値
と

い

ふ

と
と
が
、
搾
取
概
念

の
倫
理
的
要
素
を
爲
す

の
で
あ

る
。
』
(ω
.
いり
)

・
か
く
て

ッ
ウ
ガ

ン
は

『
利
潤

を
ば
非
勢
働
者

に
依

る
勢

働
者

の
搾
取
と
名

づ
け
な
が
ら
、
之
を

正
義
威

の
見
地
か

分
配
論
上
の
権
力
學
観

三
八
九
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〇

ら
批
判
す

る
。
』
蝕
に
於

て
、
一
般

に
搾
取
説
と
呼
ば

れ
て

ゐ
る

マ
ル
ク

ス
の
利
潤
學

説

は
此

の
黙

に
於

て
正
し

い
こ

と

＼
な
る
。
唯
だ

マ
ル
ク

ス
説

の
映
陥
は
、

ッ
ウ
ガ

ン
に
よ
る
と
、
非
勢
働
者
階
級

に
よ
る
勢

働
者
階
級

の
搾

取
と

い
ふ

乙
と

を
、
現
實

に
生
産

に
從
事
す

る
筋
肉
勢
働
者

に
就

い
て
の
み
考

へ
π
黙

に
在

る
が
、

ッ
ウ
ガ

ン
は
此

の
外

に
精
騨
的
な
勢
働

に
從
事
す

る
も

の
、
例

へ
ば
機
械

の
幾
明
家
と
か
機
關
手
と
か
を
も
、
等

し
く
肚
會
的
生
産

物

の

生
産

者
と

い
ふ
大
き

な

ヵ
テ
ゴ
リ

ー
に
含

め
る
の
で
あ

る

(ω
・
α
Q
i
9
)。

利
潤
論

の
第
三
の
任
務

は
、
『
利
潤

の
事
實

上
の
大
さ
を
決
定
す

る
客
観

的
要
素

を
確

定
す
る
』
に
在
る
(ω
・9

融
)。

ツ
ウ
ガ

ン
に
依
れ
ば
賃

銀
と
利
潤

と
は
同

一
額
を

二
つ
に
分

つ
π
も

の
で

あ
る
か
ら
、
利
潤

の
大
さ
を
決
定
す

る

眞
實

の
要
素

は
、
賃
銀
高
を
決
定
す

る
要
素
と
同

じ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
從

つ
て
賃

銀
高
が
前
述

の
如
く
、

勢
働

の
生
産

力
と
勢
働
者
階
級

の
杜
會
的
力
と

に
依
存
す

る
と
せ
ば
、
利
潤

の
大

き
も
亦
是
等

の
要

因
に
依
存

せ
ざ

る
を
得
な

い
乙
と

、
な

る
。
『
肚
會
的
勢
働

の
生
産

力
を
高

め
る
竜
の
は
凡

て
、
利
潤
を
塘
加
せ
し
む

る
傾
向
㌃
ろ

く

る
。
』
從

つ
て

『
利
潤

の
昂
騰

は
必
ず

し
も
常

に
螢
働
賃
銀

の
低
落
を
前
提
と

し
な

い
。
例

へ
ば
、
よ
う
善
良

且

つ
生

産

的
な
る
生
産

手
段

が
生
産
行
程

に
採
用

さ
れ

る
結
果
、
肚
會
的
勢
働

の
生
産
物
が
塘
加
す
れ
ば

、
資
本
家
と
勢

働

者
と

の
間

に
分
割

さ
れ
る
肚
會
的
生
産

物

の
分
量
は
塘
加
し
、
利
潤
と
賃
銀
と

に
同
時

に
壇
大
す

る
。

而
し
て
此
の

■



揚

合
利
潤

の
壇
大
は
勢
働
賃

銀

の
引

下

に
依

つ
て

里
は
な
く
、
肚
會
的
勢
働

の
生
産

力
の
堆
進

に
依

つ
て
達

せ
ら
れ

る

の
で
あ

る
。
』
(◎。
も

い)

舷

に
於

て
利
潤

と
賃

銀

の
雨
者
は
、
『
同
じ
方
向

に
漣
動
す

る
こ
と

も
あ

る
し
、
叉
異

な

つ
π
方
向

に
罎
動
す
る

乙

と

も
あ

う
得

る
。

即
ち
利
潤
と
賃
銀
と
は
凡
そ
次

の
や
5
な
組

合
せ
を
爲

す
。
高
き
賃

銀
と
低
き
利
潤

、
高
き
賃

銀

と
高
き
利
潤

、
低
き
賃

銀
と
低
き
利
潤
、
低
き
賃
銀
と
高
き
利
潤
即
ち
是

て
あ

る
。
是

等

の
組
合

せ
は
實
際
上
に
も

存

在
す
る
の
で
あ

つ
て
、
例

へ
ば

ア
メ
リ
ヵ
で

は
高
き
賃

銀
と
同
時

に
高
き
利
潤
が
認

め
ら
れ
、

ロ
シ
ァ
で

は
低
き

賃

銀
と

高
き
利
潤

と
が
見
ら
れ
る
。

ア

メ
リ
カ
で

は
勢
働
生
産
力

大
な

る
が
カ

め
に
、
生
産

手
段

一
軍
位
當

う

の
勢

働
慣
値
が
低

く
、

一
輩
位

の
生
産

物
を
造

る
に
必
要
な

る
生
産

手
段

の
分
量

は
少

い
。
之

に
由

つ
て
杜
會
的
生
産

物

に
於

け
る
資

本
家
と
勢
働
者
と

の
分

け
前
は
塘
加
す

る
の
で
あ

る
。

ロ
シ
ア
で
は
此

の
反
甥
で

あ

つ
て
、
勢

働
生
産

力
低

き
に
竜
拘
ら
ず
高
き

利
潤

の
獲
得
さ
れ
得

る
は
、
尤

讐
賃

銀

の
分
前

を
減

少
す
る

こ
と

に
依

つ
て
の
み
行
は
れ

る

の
で
あ

る
。』
(Q∩
.
曽
)

斯
う

い
ふ
意
味

に
於

て
、
賃

銀

の
大

さ
が
利
潤
高

に
何
等

の
影
響
を
も
及
ぼ

さ
楓
も

の
と
考

へ
る
ク
ラ

ー
ク

一
派

の
生
産
力
説
、
並
に
、
利
潤

の
大
さ
は
賃

銀
高

に
依

つ
て
の
み
決
定
さ
れ
る
と
見

る
リ

カ

ー
ド
流

の
考

へ
は
、
各

々

眞

理

の

一
面

を
の
み
捉

え
π
も

の
で
あ

つ
て
、
何
れ
も
他

の

一
要

因
を
顧
み
な
か

つ
た

黙
に
於

て
完
全

な
る
學
説
で

分
配
論
上
の
権
力
學
説

三
九

一.
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學

財

究
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絵

(下
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ば

あ
ら
得
な

い
。
『
正
し

い
利
潤
論

は
、
勢
働

生
産
力

の
程
度

と

い
ふ
純
粋
経
濟
的
要

因
と

、
異

な
る
就
會
階
級
間

に

於

け
る
肚
會
的
生
産
物

の
分
割
と

い
ふ
肚
會
的
要

因
と
の
、
是
等

二

つ
の
要
因
が
利
潤

に
及
ぼ
す
影

響
を
認
識

せ
ね

ば
な
ら
な

い
』

の
で
あ

る

(Q∩
・
等
1

。。)。

以
上

二
つ
の
要
素

は

一
方
の
債
値
量
と

し
て
の
利
潤

の
大

さ
を
決
定
す

る
。
け
れ
ど
も
利
潤

は
原
則
と
し
て
絶
封

的

に
で

は
な
く
相
劉
的

に
、
即
ち
資

本
家

に
依

つ
て
投
下
さ
れ
π
全
資
本
に
比
例
し

て
表
現
さ
れ

る

(
利
潤
傘
)
。
然

ら
ば
此

の
利
潤
奉
は
ど
う
し
て
決
定

さ
れ
る
か
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
利
潤
牽

は
、
資

本
家
が
利
潤

を
獲
得
す

る
π
め

に
充
當

せ
ね
ば

な
ら
な

い
所

の
資

本

の
大

さ
、
並

に
そ

の
同
轄
時
間

に
依

つ
て
決
定

さ
れ
る
。
此

の
同
轄

時
間
が
短

、か
け
れ
ば
短

か

い
程

、
企
業
家
が
彼

れ
の
事
業

の
遽

行
に
充
當

せ
ね
ば
な
ら
な

い
資

本
額

は
盆

々
僅

少
と
な
る
。
・か

く

て
資
本

の
同
縛
時
間
は
肚
會
的
利
潤
奉
・の
大

さ
を
決

定
す

る
第
三

の
要
因
で
あ

る
。
傍

で

ッ
ウ
ガ

ン
に
依

る
と
利

潤
傘

は
結
局
次

の
三
要
因

に
依
存
す

る

竜

の

で

あ

る
。
第

一
は
肚
會
的
勢

働

の
生
産

力

の
大

さ
で
あ
り
、
第

二
は

勢

働
者
階
級

と
資
本
家
階
級
と

の
相

劃
的

次
計
會
的

力
で
あ
わ
、
而
し

て
第

三
は
肚
會
的
資

本
の
同
蒋

時
間
で
あ
る

(ω
鳥

。。ー
ゆ
)。

『
庭

が
以
上

の
考
察
は
登
展

せ
る
資
本
主
義

繹
濟

に
の
・み
係

は
る
。

即
ち
そ
れ
は
就
會
的
生
産

物
が
す

べ
て
資

本

主
義
生
産

行
程

に
於

て
生
産

さ
れ
、
そ
し

て
資
本
主
義

肚
會

の
性
質

に
從

つ
て
前
提
さ
れ
て
ゐ
る
三
肚
會
階
級

、
即

○



ち
勢
働
者

・
資
本
家
及
び
地
主
の
間
に
分
配
さ
れ
る
と

い
ふ
前
提
か
ら
出
登
し
て
ゐ
る
。
か

、
る
肚
曾
に
於

て
は
利

潤

は
、
勢
働
者
に
依
つ
て
生
産
さ
れ
π
生
産
物
が
資
本
家
に
依

つ
て
搾
収
さ
れ
る
と

い
ふ
形
を
取

つ
て
現
は
れ
る
。

け
れ
ど
も
事
實
さ
う
で
あ
る
や
う
に
資
本
主
義
生
産
な
る
も
の
は
肚
會
的
生
産

の

一
部
に
過
ぎ
ず
、
他
の
肚
會
の

一

部

は
、
資
本
主
義
経
濟
の
條
件
外
に
働
く
所

の
小
生
産
者
の
非
資
本
家
階
級
を
構
成
す
る
と

い
ふ
こ
と
を
前
提
す
れ

ば
、
利
潤
構
成
に
は
更
に

一
つ
の
源
泉
が
成
立
す
る
こ
と

＼
な
る
。
此
の
場
合
資
本
主
義
的
企
業
家
は
、
彼
れ
の
利

ヘ

ヘ

へ

潤

を
ぱ
蕾

に
彼
れ
の
勢
働
者
の
搾
取
か
ら
ば
か
ら
で
は
な
く
、
彼
れ
の
企
業
に
於

て
生
産
さ
れ
力
生
産
物

の
購
買
者

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

及

び
消
費

者

の
搾
取

か
ら
も
亦
成
立

せ
し

め
得

る
の
で
あ

る
。
』

『
若

し
資
本
主
義
的

生
産
が
赴
會
的
生
産

蚕
騰
と
そ

の
範

園
を
等

し
く
す

る
な
ら
ば
、
此

の
場
合
購
買
者

の
全
膿

と

、
資
本
主
義
経
濟

に
依

つ
て
密
接

に
結
合
せ
る
階
級

の
全
膿
と
は
同

一
で
あ

る
か
ら
、
交
換

は
そ

の
中

の

一
階
級

と

し

て
の
資
本
家

の
利
潤

の
源
泉

尤
り
得

る
も

の
で

は
な

い
。
け
れ
ど

竜
購
買

者

の

一
部
が
資

本
主
義
生
産

の
範
園

外
に
存
す

る
な
ら
ば

、
資

本
家

は
彼

れ

の
利
潤
を
ば
、
肚
會

の
此

の
部
分

に
彼

れ

の
生
産

物
を

よ
う
高
き
慣
格
で
責

う
付
く

る

乙
と

に
依

つ
て
も
獲
得

す

る
と
と
が
出
來

る
の
で

あ
る
。』
(Q。
蜘
。。o
)

か
く
し
て

ッ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば
、
『
駿
展

せ
る
資

本
主
義
生
産

に
於

て
は
資
本
家
は

、
一
肚
會
階
級
と
し

て
の
利
潤

を
ぱ

、
禿

璽
勢

働
者
階
級

の
搾
取
か
ら

の
み
獲
得
す

る
が
、
未
だ
充
分

に
襲
展

せ
ざ
る
資
本
主

義
生
産

の
下

に
於

て

勢
配
論
上
の
権
力
學
観

・

三
九
三
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は
、
そ

の
生
産

物
の
購
買
者

の
搾
取

か
ら
も
獲
得
す

る
の
で

あ
る
。

此

の
利
潤

の
最
後

の
源
泉

は
、
資

本
主
義

的
生

産

が
肚
曾
生
産
全
騰

を
支
配
す

る
や
う

に
な

れ
ば
必
然

的

に
消
滅
す

る

も

の
で
あ

る
。
』

而
し
て
之

に
依

つ
て

『
資

本
主
義

の
未
だ
充
分

に
薮
展

せ
ざ

る
國
に
於

け
る
利
潤
率
が

、
そ

の
磯
展

の
著
し
き

國

に
於

け
る
よ
う
も
常

に
何
故

に
高
き

か
』

が
明
か
と
な
る
。
『
例

へ
ば

ロ
シ
ヤ
に
於

け
る
高
き
利
潤
牽

は
、菅

に
低
き
賃

銀
に
の
み
基
く
も

の
で
は

な
く

て
、

ロ
シ
ヤ
企
業
家

に
依

る
そ

の
購

買
者

の
搾
取

に
も
基

い
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。』
(ψ

。。
h)

利
潤

の
成
立
に
斯
う

い
ふ
二
種
の
源
泉
ー

勢
働
者
の
搾
取
と
消
費
者
の
搾
取

が
あ
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
ツ

ウ
ガ

ン
に
戎
れ
ば
、
所
謂
利
潤
率
漸
落
論

(
マ
ル
ク
ス
)

の
謬
妄

を
破

る
竜

の
で
あ

る
。
即
ち

『
資

本
主
義
経
濟

の

登

展
は
利
潤
奉
漸
…落
の
傾
向
を
造
り
出
す

も

の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
唯
だ
資

本
主
義
襲
展

の
過
渡
期

--
--
即
ち
消
費

者
の
搾
取
の
漸
次
止
揚
さ
る
＼
ー

に
於

て
認

め
ら
る
、

一
現
象
力
る
に
過
ぎ
な

い
。
資
本
主
義
制
度
が
充
分
に
登

展
し
て
了

へ
ば
ー

即
ち
清
費
者
の
搾
取
が
全
然
行
は
れ
ざ
る
に
至
ら
ば
ー

利
潤
奉
の
運
動
は
全
く
別
個
の
方
向

に

向

つ

て

進

み

得

る

竜

の

で

あ

る

。
』

(Q∩
●
Q。
一)

之
を
要
す

る
に

ッ
ウ
ガ

ン
は
、
利
潤

と
賃
銀
と
を
慣
格

の

一
種
と
見
る
從
來

の
學

説
を
排

し
、
『
分

配
現
象

の
特
異



性

を
説
明
し

て
、
そ

れ
は
慣

格
現
象

と
断

じ
て
同
視
す

る
こ
と

の
出
來
な

い
も

の
だ
と

い
ふ

乙
と

を
謹

明
せ
ん
と
試

み
カ
』

の
で
あ
る

(ω
・
○◎
【)

然
ら
ば
此

の

『
特
異
』

な
る
分
配
學
説

は
肚
會
政
策

に
封
し

て
如
何
な
る
理
論
的
根
基

と

指
針
と
を
與

へ
る
竜

の
で

あ
る
か
。

ツ
ウ
ガ

ン
に

よ

る

と
、
『
分
配
問
題

に
關
す

る
此

の
新
し

い
観
察

方
法
が
肚
會
政
策

の
見

地
か
ら
重
要
で
あ

る
と

い
ふ

こ
と

は
容
易

に
認

め
ら

れ
得

る
。

即
ち
若

し
賃
銀
が
慣
格
法
則

に
依

つ
て
決
定

さ
れ
る
も

の
で

あ
る
な
ら
ば
、

肚
會
政
策
的
方
法

に
依

つ
て
賃
銀
額

に
影
響
を
及
ぼ
さ
ん
と
す
る
は
非
常

な
矛
盾
で
あ
る

こ
と

㌧
な

る
。
國
家

は
勢

働
力

の
供
給
並

に
そ

の
需
要

に
就

い
て
果
し

て
何
を
爲
し
得

る
で
あ
ら
う

か
。
國
家
は
法
律

に
依

つ
て
、
勢
働
者
数

を
減
少
す

る
こ
と
も
出
來

な
け
れ
ば
、
叉
そ

の
需
要
を
培
進
す

る

乙
と
も
出

來
な

い
。

に
竜
拘
ら
ず

、
近
代
國
家

は

特
殊

の
法
律

に
依

つ
て
、
勢
働
賃
銀
が

一
定

の
水
準

下
に
下
落
す

る

こ
と
を
防
遇
せ
ん
と

の
高
き

且

つ
困
難

な
る
目

的
を
任
務
と
定

め
や
う
と
し

て
ゐ
る
。
』
(ω
・
。。
一l

N)

『
勢
働
賃
銀
が
若

し

一
般
債
格

法
則

に
從

ふ
と

こ
ろ

の
憤
格

の

一
種
で
あ
る
な
ら
ば
、
立
法
者
が
賃
銀
額

に
影
響

を
及
ぼ

さ
ん
と
す

る
凡
て
の
企

て
は
断

念
せ
ざ
る
を
得

な

い
。
蓋
し
是
等

の
企

て
は
必
然
に
失
敗
せ
ざ

る
を
得

な

硫

か
ら
で
あ

る
。
庭

が
生
活

の
實
際

は
、
奮
き
學
説
が
肚
會
生
活

の
眞
實

の
事
實

と
矛

盾
す
る

こ
と
を
示
し

て
ゐ
る
。

勢

働
者
階
級
は
既

に
夙
く
か
ら

、
賃

銀
額

は
肚
會
的
な
力

の
關

係

に
依

つ
て
、
即
ち
勢

働
者

の
團
結

の
力

に
依

つ
て

分
配
論
上
の
権
力
學
凱

三
九
近
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決
定

さ
れ

る
と

い
ふ
乙
と
、
從

つ
て
勢

働
者
階
級

の
た

め
に
は

ス
ト
ラ
イ

キ
に
依

つ
て
愛
化

さ
れ
得

る
と

い
ふ
や
う

な
考

へ
を
確
く
信
じ
て
ゐ
る
。
』
蝕

に
於

て
ッ

ウ

ガ

ン
は

『
國
家

も
亦
賃

銀
額

を
ば
そ

の
力
で
決

定
し
得

る
も

の
と

観
察

せ
ん
と
す

る
。
』

か
く

し
て

ッ
ウ
ガ

ン
に
よ
れ
ば
、
そ

の
所
謂
肚
會
的
分
配
學
説

は

『
此

の
新

し

い
政

策

の
正
當

性
を
基
礎
付
け
ん
と
す
る
も

の
』

に
他
な
ら

澱
の
で
あ
る

(しQ
●
Q◎
N
)。

八

以
上
を

以

つ
て
、
本
稿

の
主
目
的
尤

る

ッ
ウ
ガ

ン
説

の
紹
述
を
了
る
。
私

は
未
だ

、
之

に
樹
し
て
確
定
的
意
見
を

述

べ
得

る
準
備
を
持

π
諏
け
れ
ど

も
、
以
下
試
み

に
、

二
三

の
断
片

的
考
察
を
加

へ
る
で
あ

ら
う
。

ツ
ウ
ガ

ン
の
所
説

が
、
分

配
論

の
上

に
、
從

つ
て
ま

π

一
般

経
濟
學

の
上
に
、
如
何
な
る
地
位

と
重
要
と

を
有
す

る
か

に
就

い
て
は
、既

に
本

稿

の
首
節
に

そ

の
輪
廓

を
彷
彿
せ
し

め
て
ゐ
い
泥
。
私
が
蝕

に
加

へ
ん
と
す

る
考
察

は
、

そ
れ
故
に
、
先
づ

ヅ
ウ
ガ

ン
の
分
配
學
説

は
、
果
し

て
如
何
な
る
黙
ま
で
分
配
現
象

を
説

明
し
得

た
う
や
と

い
ふ
問

題

に
係

は
ら
ね
ば
な
ら
諏
。

・
ツ
ウ
ガ

ン
が
自

か
ら
説

い
て
、
三

つ
の
肚
會
所
得
-

地
代

・
賃

銀

・
利
潤
ー

が

『
相
合
し

て
分
解
す

る

乙
と

の
出
來
な

い
結
び
目
を
駕
し
て
ゐ
る
』
と
し
、
所
得
分
配
問
題
を
以
つ
て

『
資
本
主
義
的
生
産
及
び
交
換
の
條
件

に



依

つ
て
相

互
に
結
び
付
け
ら
れ
て

ゐ
る
所

の
三
肚
會
階
級

の
所
得

間
に
於

け
る
相
互
關
係

の
問
題
で
あ
る
』
と
解

し

て
ゐ
る
所
か
ら
推
す
と
、
彼

れ

の
分
配
學
説

は
総

て
の
分

配
現
象

を
説
明

し
鑑
く

さ
ね
ば
な
な
ら
漁
筈
で
あ

る
。
少

く
と
も
、
地
代

・
賃

銀
及
び
利
潤

の
三
者
が
資
本
主
義
肚
會

に
於
け
る
同

じ
肚
會
的
生
産
物

の
分
前
で
あ

る
と

解
す

る
限
う
、
彼
れ
は
此

の
分
前

の
相
互
關
係

を
説
明
せ
ね
ば
な
ら

諏
筈
で
あ

つ
π
。

而
竜
事
實
上
彼

れ
が
興

へ
た
所

の

説

明
は
、
賃
銀
と

利
潤

の
み

に
係

は
う
、
地

代
は
自
然
的
事
情

に
依

つ
て
決
定

さ
れ
る
と

い
ふ
軍
純
な
る
理
由

の
下

に

『
肚
會
的
分
配
學
説
』

の
領

域
外

に
放
逐

し
て
了

つ
疫
。
之

は
果
し

て
、
領

格
論

の
外

に
濁
立
し
π
分
配
論
を
確

定

せ
ん
と
す

る
所

の
、
從

つ
て
衰

力
、
肚
會
的
要

因
に
依
る
分

配
現
象

の

一
貫
的
説

明
を
意
圖
す

る
所

の
彼

れ
の
根

本
的
立
揚

ど
、
何
等

の
矛

盾
を
も
來

π
さ
な

い
で
あ
ら
う
か
。
私

は
そ
れ
を
深
く
疑
は
ざ

る
を
得
な

い
。

地
代

の
説

明
に
就

い
て
は

ッ
ウ
ガ

ン
は
、
桑
然

リ
カ

ー
ド
説

に
準
振
す

る
の
で
あ

る
が
、
何
人
も
認

め
る
で
あ
ら

う
如
く

リ
カ
ー
ド
の
地
代
學
説

は
、
凡
ゆ

る
肚
會
的

・
歴
史
的
事
情

を
抽
象

し
て
恒
久
的

・
自
然
的
要
因

の
み
を
求

あ
、
而
も
地
代
を
ば
領
格
法
則
と
關
連
せ
し
め
て
、
否

、
或

る
意
味

に
於

て

は

そ

の
前
提

と
し

て
説

い
π
の
で
あ

る
①
。
從

つ
て
嚴
密
に
論
ず

る
な
ら
ば

リ
カ
ー
ド

の
地
代
法
則
は
、分
配
關
係
上

に
作
用
す

る
自
然
的
要

因
を
除
斥

し

て
肚
會
的
要
因
を
力
説

し
、
慣

格
法

則
か
ら
は
濁

立
し
π

る
分
配
法

則
を
確
立
せ

む
と
す

る

ツ
ウ
ガ

ン
の
、
噺

じ
て

探

る
べ
か
ら
ざ
る
性
質

の
も

の
で
あ

る
。
況
ん
や

リ
カ

ー
ド
自

か
ら
が

之
を
以

つ
て
、
彼

れ

の
分
配
論
、
從

っ
て
経

分
配
論
上
の
権
力
學
説

三
九
七
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演
學

全
饅
系
に
於
け
る
最
根
本
的

な
る
法
則
と
看
徹
す

に
於

て
は
①
、
到
底

ッ
ゥ
ガ

ン
の
、採

つ
て
自
説

の
映
を
補
は

し

む
る
が
如
き
も
の
で
は
あ

b
得

な

い
。

リ
カ
ー
ド
説

の
認
容

は
、
雛

て
ッ
ウ
ガ

ン
説

の
根
本
的
立
脚

地
を
動
揺

せ

し

め
ね
ば
巳
ま

汲
も

の
で
あ

る
。

惟

ふ
に
、

ッ
ウ
ガ

ン
説

に
於
け

る
最

根
本
的
な

る
難
黙

の

一
は
、
『
肚
會
的
』
と

『
階
級
的
』

と
の
混
同
で
あ

る
。

此

の
雨
者
を
同
義
語
と
解
す

る
乙
と
は
、
ω
。
NΣ
韓

と
し

て
の
彼

れ

の
立
揚
を
考

ふ
る
と
き
何
等

の
不

思
議
も
起

ら

な

い
が
、

一
つ
の
経
濟

理
論

と

し

て

は
偏
狭
π
る
の
議

を
免
れ
得
な

い
で
あ
ら
う
。

ツ
ウ
ガ

ン
に
於

て
は
、
『
肚
會

的
』

は
直
ち

に

『
階
級
的
』
で
あ
う
、
同
時

に

『
不
準
等
的
』

で
あ

る
。
從

つ
て
彼

2τ
の
杜
會
的
分
配
學
説

は
、
階

級
間

に
於

け
る
不
干
等
な
る
権
力
關
係

が
如
何

に
分
配
行
程
上

に
作
用
す

る
か

に
着
眼
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の

ヘ

ヘ

へ

學
説
を
ぱ
自
か
ら

『
肚
會
的
』
と
稽
し
な
が
ら
、
而
も
上
述
の
如
く
地
代
の
肚
會
的
説
明
を
も
駕
し
得
ず
し
て
リ
カ

ヘ

ヘ

へ

ー
ド
の
自
然
的
説
明
を
借
う
來
ら
ざ

る
を
得

な

い
致
命
的

な
溺
黙
は
、

一
に
全
く

『
杜
會
的
』

と

『
階
級
的
』
と

の

混
同

に
胚
胎
す

る
の
で
あ

る
。
そ
れ
故

に
特

に
鼓
に
注
意

を
要
す
る

こ
と

は
、
本
稿

の
首
節

に

一
言

せ
る
所
の
如
く

、

π
と

ひ
シ
ユ
ト

ル
ッ

マ
ン
や

ヵ

ー
ル
・
デ
ィ

ー
ル
が
、
分

配
論

上

ツ
ウ
ガ

ン
の
高
調
せ

る

『
肚
會
的
』
見
地
を
爾

飴

一

切

の
部
門

に
擬
張
せ
ん
と
企

つ
れ
ば
と

て
、
そ

の
意
味
す

る
所

の

『
肚
會
的
』
見

地
の
内
容

が
、
必
ず

し
も

ッ
ゥ
ガ

ン
に
於

け
る
そ
れ
と

は
同
じ
も
の
で

な

い
と

い
ふ

こ
と
是
で
あ

る
⑤
。



更

に
進

ん
で

ツ
ウ
ガ

ン
説

の
本
城
π
る
賃
銀
及
び
利
潤
論
を
吟
味
す

る
と

、
彼

れ
が
自

か
ら
力
説
標

榜
す

る
所

の

阯
會
的
要

因
は
、
僅

か
に
説

明

の

一
部
を
駕
す

に
止
ど
ま
う
、

且

つ
ま
尤
そ
れ

に
は

一
つ
の
大
き

な
前
提
が
置
か
れ

て
あ

る
。

即
ち

ヅ
ウ
ガ

ン
に
依
れ
ば
、
賃

銀
の
決
定

に
は
肚
會
的
構
力

の
關
係
が
作
用
す

る
ほ
か
、
勢

働

の
生
産

力

と

い
ふ
自

然
的

・
技
術
的
要

因
が
影
響

を
及
ぼ
し
、
叉
利
潤

の
決
定

に
關
し
て
は
此

の
二
者
以
外
に
、
資

本

の
同
轄

時
間
と
、
資

本
主
義
螢
展

の
過
渡
期

に
於

て
は
消
費
者

の
搾
取
と
が
作
用
す
る
。
尤

も
、
如
何
な
る
縄
濟
的
事
象
と

錐
ど

も
或

る

一
つ
の
要

因
の
み
を
以

つ
て
説
明
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
ら

う
か
ら
、
さ
う

い
ふ
意
味

に
於

て
ッ
ウ

ガ

ン
が
、
肚
會
的
権
力
關
係

以
外

に
如
何
な
る
要
因
を
拉
し
來
ら
う
と
も
、
唯
だ

そ

の
重
要

の
度
合
に
輕
重

の
匿
別

さ

へ
付

し
允
な
ら
ば
、
そ

は
敢

て
非
難
を
受
く
る
理
由
と
は
な
ら
諏
で
あ
ら
う
。

ツ
ウ
ガ

ン
の
分

配
學
説
は
或

る
意

味

に
於

て
不
徹
底

と
も
評
し
得

る
が
、
然

し
或

る
前
提

の
下
に
於

け
る

一
面
的
解

繹
と

し
て
要
當
す

る
で
あ

ら
う
。

傍

で
蝕

に
問
題
と

な
る
の
は
、
そ
れ

に
は
如

何
な
る
前
提

が
置

か
れ
て
あ

る
か
と

い
ふ

こ
と
で
あ

る
。
而
し

て
此
の

問
題

の
同
答

は
臆

て
ッ
ウ
ガ

ン
の
學
説
が

、
事
實
上
如
何

な

る
黙
ま
で
分

配
現
象

を
説
明
す

る
か
と

い
ふ
要
當

の
範

園
を
決
定

す

る
所
以
と
も
な

る
の
で
あ

る
。

ツ
ウ
ガ

ン
の
分
配
學
説

に
置
か
れ
た
る
前
提

は
、
下

に
向

つ
て
は
勢

働
者

の
最
低

生
活
費

を
限
界
と
す
と

云
ふ

こ

と
で
あ
釦
、
上
に

向

つ
て
は
勢
働

の
生
産
力
を
超
え
ざ

る
範

園
内

に
於

て
と

い
ふ

乙
と

、
言
葉
を
換

へ
て
云

へ
ば
、

分
醍
論
上
の
罹
力
學
訟

三
九
九
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ノ

『
資
本
家

の
蚕
利
得

を
食

ひ
鑑

さ
な

い
限

り
は
』

と

い
ふ
こ
と
是
で
あ

る
。
從

つ
て
例

へ
ば
、勢

働
者
階
級
が
如
何

に

そ

の
肚
會
的
勢
力
を
扶
殖
し
よ
う
と

も
勢
働
生
産
力

の
許
す
範
園

を
超
ゆ

る

之
と
を
得
な

い
。
與

へ
ら
れ
π
範
園
内

に
於

て
、
賃
銀
と
利
潤
と
が
勢
資
雨
階
級

の
肚
會
的
力

の
強
弱

に
依

つ
て
、
事
實
上
如
何

な
る
黙
で
決
定

さ
れ
る
か

と

い
ふ

こ
と
が
、

ッ
ウ
ガ

ン
説

の
係

は
b
得

る
問
題

の
範
園
で
あ

る
。

例

を
現
實

の
問
題

に
取

っ
て
云
ふ
と
、
英
國
現
時

の
炭
坑
箏
議

は

ッ
ウ
ガ

ン
の
分
配
學
説

に
何
を
敷

ヘ
カ
で
あ
ら

う
か
。
本
年

(
大
正
+
五
年
)
五
月
四

日
午
前
零
時
を
期

し
て
全
國

一
齊

に
、
血

腱
き
総
同
盟
罷
業

の
幕

は
切

つ
て

落

さ
れ
π
が
、
所
期

の
目
的
は
達

せ
ら

る

㌧
こ
と
な
く
僅
か

に
旬

日
を
出
で
ず
し
て
中

止
さ
れ
π
。
孚
議
自

禮

は
今

日
に
至

る
竜
省
ほ
織
績

さ
れ
て
居

る
が

、
依
然
勢
働
者
側

の
樂
観
を
許

さ
ざ

る
情
勢

に
在
る
。
そ
は
果
し

て
何
を
意

味
す

る
か
。
近
時
英

國
の
産
業
界
、
分

け

て
竜
炭
蕨
業

は
未
曾

有
の
不
振

に
見
舞

は
れ
、
炭
坑
主

は
政
府

の
補
助
金

に
依

つ
て
辛
う
じ
て
今
年

四
月
末
ま
で

、
從
來

の
賃

銀
率
と
七
時
間
勢

働
制
と
を
維
持

し
て
來

た
。
が
、
政
府

助
成

金

の
鑑
く
る

日
、
炭
磧
業

を

一
つ
の
経
濟

と
し

て
螢

む
以
上

、
賃

銀
率

の
引
下
と
入
時
間
勢
働

制

へ
の
復
蹄

と
を
申

出

つ

る
こ
と
は
、
炭

坑
主

側
に
取

つ
て
は
宴

に
絵
儀

な

い
策
で
あ

つ
た
。

而
も
勢
働
者

は
之
を
拒
否
し
カ
ば
か
う
で

な
く

、
却

つ
て
賃
銀

の
優
先
支
彿

と
、
最
低
賃
銀

の
全
國
的
協

定
と
を
要
求

し
カ
。
英

國
未
曾

有
の
総
同
盟
罷
業

の

決
行
は
、
即
ち
此
庭

に
そ

の
端

を
磯
し
穴

の
で
あ
る
。



ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

傍
で
若
し
ツ
ウ
ガ

ン
の
云
ふ
所
を
以

つ
て
、
現
實
の
分
配
關
係
が
何
等

の
限
界
も
な
く
、
階
級
間
に
於
け
る
肚
會

的
力
の
強
溺
に
依

つ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
英
國
の
炭
坑
箏
議
は
當
然
に
勢
働
者
側
の
勝
利
に
蹄

し
π
る
べ
く
、
勢
働
條
件
は
更
に
有
利
に
決
定
さ
れ
る
こ
と

＼
な
つ
た
ら
う
。
総
数
四
百
四
+
萬

の
加
入
者
を
有
す

る
全
英
國
勢
働
組
合
は
實
に
絶
大
な
る
勢
力
を
有
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
而
も
事
蝕
に
到
ら
ず
し
て
、
却
つ
て

一

般

の
情
勢
が
勢
働
者
側
に
不
利
な
る
は
、
そ
の
固
執
す
る
所

の
要
求
が
、
現
在
の
事
情

の
下
に
於

て
は
、
企
業
と
し

て
の
炭
磯
業
の
存
在
を
脅
か
す
限
度
ま
で
進
ん
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
從

つ
て
若
し
ツ
ウ
ガ

ン
が
云
ふ
が
如
く
彼
れ

の
肚
會
的
分
配
學
説
が
、
肚
會
政
策
に
根
基
を
與

へ
ん
が
π
め
に
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
う
、
ま
π
そ
の
肚
曾
政
策

が
國
家
の
力
に
依

つ
て
分
配
關
係
、
殊
に
賃
銀
の
決
定

に
有
利
な
る
條
件
を
與

へ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
せ
ば
、

英
國
炭
磧
業
が
置
か
れ
て
ゐ
る
現
在
の
事
情

の
下
に
於

て
は
、
政
府

の
補
助
金
を
織
績
支
出
せ
し
む
る
の
ほ
か
、
炭

磧
事
議
を
勢
働
者
側
に
有
利
に
解
決
せ
し
む
る
途
は
無
か
る
べ
く
、
而
し
て
此

の
限
わ
に
於

て
は
、
ッ
ウ
ガ

ン
の
権

力
學
説
は
蚕
く
無
力
で
あ
る
と
云
は
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ら
う
。

卒
直
に
云

へ
ば
、
英
國
勢
働
者
階
級
の
究
極
目
的
と
す
る
所
は
、
炭
破
業
の
、
否
更
に
進
ん
で
は
生
産
機
關

一
般

の
國
有
に
在
る
か
ら
、
さ
う

い
ふ
目
的
か
ら
見
れ
ば
、
孚
議

は
炭
坑
主
が
麗
れ
る
ま
で
已
ま
諏
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、

勢
資
爾
階
級
が
並

び
存
在
す
る
と

い
ぶ
資
本
主
義
杜
會
を
假
定
す
れ
ば
、
從

つ
て
之
に
依

つ
て
資
本
家
階
級

の
存
在

分
配
論
上
の
罹
力
學
観

四
〇

剛
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二

を
危
う
か
ら
し
む
る
こ
と
が
な

い
と
假
定
す
れ
ば
、
i

而
し
て
此
の
假
定

の
下
に
於

て
の
み
1

現
實

の
分
配
關

係

は

多

く

、

肚

會

的

構

力

關

係

に

影

響

さ

れ

る

と

い

ふ

こ

と

が

出

來

や

う

。

ヅ

ウ

ガ

ン

の

分

配

學

説

、

從

つ

て

痩

π

之

に

基

く

肚

會

政

策

は

、

實

に

斯

か

る

假

定

と

範

園

内

に

於

て

の

み

、

事

實

問

題

に

向

つ

て

存

在

橿

を

主

張

し

得

る

も

の

で

あ

る

。

以

上

は

、

ッ

ウ

ガ

ン
説

の

擦

つ

て

立

つ
所

の

根

本

的

立

脚

地

、

並

に

斯

説

の

要

當

範

園

に

關

す

る

卑

見

一
般

で

あ

る

。

更

に

私

は

、

今

=

一
の

論

黙

に

就

い
て

の

卑

見

を

附

記

す

る

で

あ

ら

う

。

①

内
.
冨

麟

屠
9
己

籍
H
用
7
出
。
ωo℃
ぼ
。
・
9

》
島

"
目◎。O
い℃
9

"や

②

U
畢
表
g
a
ρ

津
5
。菅
。
。・
o
(
噌
集
二
。9

国
8
8
ヨ
団
.
O
o
暮
賃
.切
国
2

中
・貯
8

℃
」

.

④

ω
ε
一Nヨ
9
弓
鴇
U
凶o
ωo
NΣ
o
、身

8
ユ
3

曽・
9。.
O
壱
Q◎
・
δ
●

九

そ

の

一
は

ツ
ゥ
ガ

ン
の
所
謂

『
分
配
問
題

の
方
法
論
』

に
係

は
る
。

ツ
ウ
ガ

ン
に
依
れ
ば
、
慣

値

(
債
格
)
論
と

分
配
論
と

は
全
く
異

な

る
見
地
か
ら
観
察

立
論
さ

る
べ
き
も

の
で
あ

つ
て
、
そ

の
見
地

の
確

立
が
所
謂
方
法
論

の
問

題

に
属
す

る
。
だ
が

、
憤

値

(
橿
格
)
と
分

配
と

は
果
し

て
然

か
く
異

な
る
説
明
原
理
ー

少
く
と
も
、
異
な
る
立



脚
地
ー

を
要

求
す

る
竜

の
で
あ
ら
う

か
。

ツ
ウ
ガ

ン
は
分
配
論
上

に
於

け
る
肚
會
的
見
地
を
高
調

し
て
、
肚
會
的

要

因
を
抽

象
す

る

こ
と
は
分
配
問
題

の
核
心
を
無

視
す

る
に
も
等

し

い
と

論

じ
て
ゐ
る
が
、
か

＼
る
見

地
は
叉
、
慣

値

(
債

格
)
論
に
も
當

て
霰
俊
ら
な

い
で
あ
ら
う

か
。
少
く
と
も

ヅ
ウ
ガ

ン
が

、分

配
論

に
於

て
の
み
肚
會
的
要
因
を

重

親
す
べ
き

を
説
き
、
領
値

(
偵
格
)
論

に
於

て
は

一
切

の
杜
會
的
關
係

を
抽
象
し

て
個

人
の
主

観
的

評
債

に
着

眼

す

べ
き
を
主
張
す

る
は
、
交
換
論
は
領
値
移
轄

の
行
程

そ

の
も
の

㌧
観
察

で
あ
う
分
配
論
は
そ

の
結
果

の
観
察
で
あ

る
と
駕
す
彼

れ
の
根

本
見
解
と
相
容
れ
な

い
竜
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
分

配
現
象
が
肚
會
階
級

の
封
立
と

い
ふ
根
本

事
實

に
依

つ
て
支

配
さ
る

＼
な
ら
ば
、
そ

の
行
程
そ
れ
自

身
も
亦
同

じ
肚

會
的
關
係

の
影
響
を
受
く

る
も

の
と
考

へ

得

な

い
で
あ
ら
う

か
。

一
般
的

に
云

つ
て
、
凡
ゆ

る
肚
會
的
關
係

を
抽
象

し
π
憤
値

(
便

格
)
論
は
果

し

て
現
實

の

事

實

に
墨
し

て
満
足
な

る
説
明
を
與

へ
得

る
で
あ
ら
う

か
。

り

!
フ

マ
ン
の
主
観

的
心
理
的
慣
格
説

に
封
し
て
或
種

の
不
満
を
禁
じ
得

な

い
私

は
、
債

格
論
を

の
み
主
親
的

心
理
主
義

の
領
域

に
放
逐
せ
ん
と
す

る

ツ
ウ
ガ

ン
説

に
甥

し

て
は
若

干

の
異

論
な
き
能
は
ざ
る
も
の
で
あ

る
。

此

の
黙

に
關
す

る
前
掲

シ
ユ
ト

ル
ッ

マ
ン
の
批

評
は
、
肯

繁
に
當

れ
る
も

の
が
あ

る
。

ツ
ウ
ガ

ン
が
分
配
論
上
肚

會
的
見
地
を
強
調
し
カ
る

乙
と

は
、

シ

ユ
ト
ル
ッ

マ
ン
の
大

い
に
吾
意
を
得

た
り
と
す
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。

カ
だ

シ

ュ
ひ
〃
ッ

マ
ン
の
非

難
せ
ん
と
す
る
は
、

ッ
ウ
ガ

ン
が
慣
値
論

と
分
配
論

と
を
別
間
題
と
し
從

つ
て
別
個

の
説
明
原

舜
配
論
上
の
権
力
季
親

四
〇
三

■
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理
を
求

め
ん
と
す

る
黙
で
あ
る
。

シ

ユ
ト

ル

ツ

マ
ン
に
ょ
れ
ば

、
『
慣
値
論
と
分
配
論
と
は
別
個

の
問

題
で

は
な
く

て
同
じ

問
題

で
あ

る
。
否

、
分

配
論

は
凡
ゆ
る
他

の
國
民
経
濟

現
象

に
於
け

る
と
同
檬

に
、
慣
値
現
象
と
し
て
説

明

さ

る
べ
き
も

の
で
あ

る
。
然

し
そ

の
憤
値

は
そ

れ
自

身
猫

立
し
距
基
本
現
象

で
は
な
く
て
、
そ

れ
は
た

讐
恒
常
的
な

肚
會
組

織
的

目
的
機
能

の
所
産

た
る
に
過

ぎ
な

い
。
』

即
ち

『
債
値
と
分
配
と

は
同

じ

一
つ

の
根
源

に
登
す

る
も

の

で
あ

つ
て
、
雨
者
が
肚
會
的
で
あ
る
と

い
ふ
意
味

に
於

て
は
全
く
同
質
的
な
竜
の
で
あ
る
。
』
從

つ
て
、
『
債
値

の
説

明

は
分
配
關
係

の
説
明
な
く
し

て
不
可
能

で
あ

る
如
く
、
慣
値
を
仲
介
と
せ
ず

し
て
は
如
何

な
る
分

配
竜
考

へ
得

な

い
。
慣
値
論
と
分
配
論
と
を
別
個

の
も
の
と
し
て
取
扱

は
ん
と
す

る

U
戸巨
一ω
8
話

は
到
底

維
持
す

る
能
は
ざ

る
も

の
で
あ

る
。
』
①

尤

も

シ

ユ
ト
ル
ッ

マ
ン
が
経
濟
學
上

に
於
け
る
目
的
論
的
考
察

を
標

榜
す

る
立
場

に
劉

し
て
は
⑳
、俄

か
に
左
祖
す

る
を
得

な

い
が
、
経
濟
學

上

の
凡
ゆ

る
分

野
に
於

て
肚
會
的
見
地

の
必
要

を
力
説
す
る
限
り

に
於

て
は
、

ッ
ウ
ガ

ン

説

を

一
歩
進

め
た
る
竜

の
と
し

て
重
覗
す

る
こ
と
が
出
來
や
う
。
術

ほ
此

の
黙

に
於

て

シ

ユ
ト

ル
ッ

マ
ン
と

立
場
を

同

じ
う
す
る
者

は
デ
イ

ー
ル
で

あ
る
。
デ

イ

ー
ル
は
原
論
第

二
懇

の

『
生
産

論
』

に
於

て

ッ
ウ
ガ

ン
説

を
吟
味
し
、

『
是
等

一
切

の
現
象

財

の
生
産

・
流
通

・
分
配

は
肚
會
的
性
質

を
有

つ
て
ゐ
る
。
從

つ
て
債

格
論

を
個
別
主

義
的
見

地
に
基

か
せ
、
分
配
論
に
於

て
の
み
耐
會
的
見
地
を
採
ら

う
と
す
る
は
不
可
能
で
あ
る
。
前

掲

一
切

の
現
象

■



学

に
封
し
て
は
寧
ろ
同

一
の
見
地
、
即
ち
肚
會
的
見
地
が
探
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
』
と
論
じ
て
ゐ
る
㈲
。
そ
れ
ら
は
今
私

の
蚕
然
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ

の
二
は

ッ
ウ
ガ

ン
が
、
分
配
を
技
術
的
唯
物
的
に
解
し
て
、
個

々
の
階
級
の
間
に
魁
會
の
総
生
産
物
が
分
割
さ

れ
る
分
量
上
の
割
合
を
論
ず
る
黙
で
あ
る
。
之
は
り
ー
ク

マ
ン
の
極
力
排
斥
す
る
や
う
に
、
從
來
の
誤
れ
る
技
術
的

唯
物
的
経
濟
理
論
に
囚
は
れ
虎
る
結
果
で
あ

つ
て
、
流
通
肚
會
の
眞
相
に
鰯
れ
π
考

へ
方
で
は
な

い
④
。

ツ
ウ
ガ

ン
は

一
面
に
於
て
分
配
は
償
値
移
韓

の
結
果

で

あ

る
と
主
張
し
な
が
ら
、
『
そ
の
分
配
が
債
値
の
測
定
に
依

つ
て
行
は
れ

る

こ
と
を
考

へ
な

い
。
が
、
分
配
は
事
實

上
債
値
を
媒
介
と
し
て
行
は
れ
る
』

の
で
あ
る
。
⑤

最
後
に
ッ
ウ
ガ

ン
説
に
認
む
る
難
黙
は
、
経
濟
理
論
と
倫
理
的
憤
値
制
断
と
の
混
同
で
あ
る
。
ツ
ウ
ガ
ン
は
利
潤

論

の
第

二
の
任
務
は
、
倫
理
的
な
正
義
戚
か
ら
利
潤
の
成
立
を
批
制
す
る
に
在
わ
と
説
き
、
搾
取
と

い
ふ
概
念
そ
の

も
の
に
倫
理
的
批
剣
の
要
素
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
論
ず
る
。
之
は
、
分
配
論
を
以

っ
て
肚
會
政
策
の
出
登
黙
π
ら
し

め
や
う
と
す
る
彼
れ
の
根
本
的
立
場
に
想

ひ
到
る
と
き
容
易
に
そ
の
眞
意
が
肯
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
嚴
密
に
學
問

的
態
度
を
以

つ
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
そ
は
許
し
が
π
き
濁
断
で
あ
る
と
評
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
現
實

の
経
駿
科
學
と

し
て
の
経
濟
學
は
、
た

閲
斯
く
あ
う
と

い
ふ
事
實
制
断
に
の
み
π
づ
さ
は
る
べ
き
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
に
劃
し
て

倫
理
的
制
断
を
加
ふ
る
が
如
き

は
之
れ
正
に
経
濟
理
論
の
分
野
を
超
え
尤
仕
事
で
あ
る
。
況
ん
危
、
此

の
二
っ
の
剣

分
配
論
上
の
擢
力
學
観

四
〇
五
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四
〇
山ハ

断

の
混
在
す

る

こ
と
が
纒
濟
學

の
特
色
で
あ

る
と

い
ふ
如
き

は
、
到
底
吾

々
の
首
肯

し
が
尤
き
と

こ
ろ
で
あ

る
。

シ

ユ

ト
ル
ッ

マ
ン
は
之
を
椰
楡
し
て
云
ふ
や
5
、
『
そ
れ
は
成

る
程
特
色
で
あ
る
、
ツ
ウ
ガ

ン
の
辮
誘
法
だ

け
に
し
か
見

ら
れ
な

い
特
色
で
あ

る
』

と
⑥
。

加
之
、
搾
取
概
念

に
倫

理
的
制
断

を
含
ま
し
む
る
こ
と
は
、
搾
取
説

の
提
唱
者

マ
ル
ク

ス
の
努
力

を
徒
勢

に
蹄

せ

し

む
る
も

の
で

あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
搾
取

と

い
ふ
こ
と
、
言
葉
を
か

へ
て
云

へ
ば
、
飴
剰
個
値

(
資
本
家

の
側
か
ら

見
れ
ば
利
潤
)
は
、
不
梯
勢
働

の
搾
取
か
ら
生
ず

る
と

い
ふ

乙
と
は
主
張

し
π
。
然

し
そ
れ

は
唯
だ
事
實
と
し

て
認

識
し
允
だ
け
で
あ

つ
て
、
そ
れ

に
劉
し

て
如
何
な
る
慣
値
判
断

を
加

ふ
る
か
と

い
ふ

こ
と
は
、
毫

も

マ
ル
ク
ス
に
取

つ
て
の
問
題
で

は
な
か

つ
π
。
そ
れ
は
同
時

に

エ

ン
ゲ

ル

ス
の
立
揚
で
も
あ
る
①
。

マ
ル
ク

ス
は
凡
ゆ

る
揚
合
に
於

て
と
同
襟

に
領
値
論

に
於

て
も
、
理
論
的
研
究

か
ら
實

際
的
慣
値
例
断
を
放
逐
せ
ん
と
し
π
が
、
そ

こ
に

こ
そ
科
學

者
と
し

て
の

マ
ル
ク

ス
の
眞
面
目
が
あ
り
、
同
時

客
叉
彼

れ
の
経
濟
學
が
彼
れ
以
前

の

一
切

の
室

想
的

肚
會
主
義
論

と
根

本
的

に
匠

別
さ
れ
、
そ
れ
に
濁
自

の
地
位

が
與

へ
ら
る

＼
所
以
で
も
あ

る
。
今

ッ
ウ
ガ

ン
に
謝
し

て
、

マ
ル
ク

ス
と
同

じ
立
揚
を
要
求
す

る
こ
と

は
固
よ
b
無

理
で
あ

る
が
、
少
く
と
も
私
は
、
正
し

い
経
濟
理
論

の
建
設

の
π

め

に
は
、

一
切

の
倫
理
的
な
債
値
制
断

を
排

し
て
客
観
的
な
事
實

の
観
察
と
認
識
と
に
終
始
す

る

乙

と

が
緊
要

で
あ

蚤
、
而
し

て
此
の
意
味

に
於

て

ッ
ウ
ガ

ン
は
、
大

い
な

る
罪

過
を
犯
し
て

ゐ
は
し
な

い
か
と

思

ふ
の
で
あ

る
。
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十
五
年
七
月
、
入
口
行
脚
に
旅
立

つ
日
の
前
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夜
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了
1
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ω
巨

N言
§

5
と

セ

8

8

N団巴
①
、ま

8

膏

・̂
、
p

鉾

o
ら
ψ

ひ
ー

国
い
.

②

ω
陣巳
N
ヨ
四
旨

Y
U
o
円
N
≦
8
パ
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目
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H
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冨
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Qn
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●

㈲

南

亮

三

耶
著

『
流

通

経

濟

の

原

理
』

三
ー

四
頁

塗

照
o

⑤

こ∩
ε
冒
∋
鎖
暮

も
9
。
。・。
N
一巴
。

門
冨

9

。
・.、
勲

騨

○

噂
ω
・
目
◎。
卑

⑥

こo
巳

N
ヨ
聾

♪

勉
・
9
・
O
遇

ψ

二
9

⑦

マ
ル
〃

ス
署

『
資

本
論

』

第

二

巻

及

び

『
哲

學

の

貧

困
』

各

序
丈

蓼

照
o

(
附

記

)

太
・稿
起

草

曲
叩
ま
ノ
㍉
に
、

山罹
力

説

な

取

扱

へ
る

O
騨
二

b
9
口
山
鎚
鐸
O
び

○
・N
=
づ
』
℃
HO
げ
8
日
O

α
O
嘱
h
ロ
5
押
二
〇
5
①】一〇
5

<
⑦
添
O
臨
賃
O
σq

自
O
噌
箋
団答
m
O
ず
薗
津
・

一
皆
訂

昌

謹

窪

。
。・℃

お

N
ω
.

な

手

に

ぜ
ず

、
關

観

す

う
な

得

ざ
り

し

に

遺

憾

で

あ

る
。

術

ほ

執

筆
後

、

ツ

ウ

ガ

y
の

テ

キ

ス
ト

に

は
既

に
松

浦

學

士

の

邦

鐸

『
杜

會

的

分

配

論

』

(
瞭

丈

堂

、
大

正

九

年

刊

)

あ

る

こ

と

な

知

つ

敦

。

此

慮

に

そ

の

紹

述

に
多

籔

の
頁

を

費

し

六

筆

者

の

不
明

な

謝

す

る
o

(
校

正

の

日
)

.分

配
論
・上
の
確

力
學
観

酋
〇
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●
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